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(57)【要約】
【課題】体腔内の流れを増加または回復させるためのデ
バイスおよび方法を提供すること。
【解決手段】デバイスおよび方法は、血塊を血液血管か
ら除去することによって卒中のような状態を治療し得る
、および／または血管を再開し得る。デバイスは、複数
の係合用要素と、中心ワイヤと、近位制御要素とを含む
ことがある。デバイスは、係合用要素間の連結用構造を
含むことがある。連結用構造は、長手方向荷重の適用時
に異なるように反応するように構成されたセグメントを
含むことがある。係合用要素の位置およびそれらの間の
距離は、血塊または閉塞の係合を促進するように同時に
または順次調整可能である。デバイスは、遠位係合用要
素を近位に引っ張るために中心ワイヤを引っ張るときお
よび／または血塊を保持するデバイスの後退中に、近位
係合用要素が引っ張られてマイクロカテーテルへと戻さ
れることを抑制するまたは防止するように構成されるこ
とがある。
【選択図】図１７Ｅ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　妨害物を体腔から除去するためのデバイスであって、
　近位端と遠位端とを備える中心ワイヤと、
　該中心ワイヤの該遠位端におけるまたはその近くにある係合用要素と、
　該体腔への導入中に該係合用要素を少なくとも部分的に含むマイクロカテーテルと
　を備え、
　該係合用要素が、該マイクロカテーテルから露出すると展開されるとき、該係合用要素
への近位力または該マイクロカテーテルへの遠位力のうちの少なくとも１つの適用時に該
マイクロカテーテル内の該係合用要素のリシースを抑制するように構成される、
デバイス。
【請求項２】
　前記係合用要素の近位端が、前記係合用要素を前記マイクロカテーテルから露出させる
と径方向に展開するように構成されたストッパを備える、請求項１記載のデバイス。
【請求項３】
　前記ストッパが、前記係合用要素を前記マイクロカテーテルから露出させると径方向外
側に屈曲するように構成されたループを備える、請求項２記載のデバイス。
【請求項４】
　前記ストッパが、前記係合用要素を前記マイクロカテーテルから露出させると径方向外
側に展開するように構成された渦巻きばねワイヤを備える、請求項２記載のデバイス。
【請求項５】
　前記係合用要素が脚を備え、前記脚は展開されているとき、前記マイクロカテーテル内
の前記係合用要素のリシースを抑制するように構成された厚さを有する、請求項１記載の
デバイス。
【請求項６】
　前記係合用要素の脚が、該脚が展開されているとき、前記マイクロカテーテルの長手方
向軸に対して３０°から９０°の間の角度をなす、請求項１記載のデバイス。
【請求項７】
　前記係合用要素がワイヤまたはストラットを備える、請求項１記載のデバイス。
【請求項８】
　前記係合用要素が、前記マイクロカテーテルを露出させると自己展開可能である、請求
項１記載のデバイス。
【請求項９】
　前記係合用要素が、５０グラム～４５０グラムの近位力の適用時に前記マイクロカテー
テルのリシースを抑制するように構成される、請求項１記載のデバイス。
【請求項１０】
　前記係合用要素の遠位に配置された第２の係合用要素をさらに備える、請求項１から９
のいずれか一項記載のデバイス。
【請求項１１】
　前記第２の係合用要素が前記中心ワイヤの前記遠位端に固定的に取り付けられる、請求
項１０記載のデバイス。
【請求項１２】
　前記係合用要素が前記中心ワイヤ上で摺動可能である、請求項１１記載のデバイス。
【請求項１３】
　前記係合用要素および前記第２の係合用要素に結合された連結用コネクタを備え、該連
結用コネクタが、前記係合用要素と前記第２の係合用要素をある距離を置いて設置する、
請求項１０記載のデバイス。
【請求項１４】
　前記連結用コネクタが、ワイヤ、スリットをもつハイポチューブ、またはブレードであ
る、請求項１３記載のデバイス。
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【請求項１５】
　前記係合用要素と前記第２の係合用要素との間に配置された第３の係合用要素を備える
、請求項１０記載のデバイス。
【請求項１６】
　閉塞の少なくとも一部を体腔から除去する方法であって、
　前記係合用要素が該閉塞に近接するまで、前記マイクロカテーテル内に少なくとも部分
的に含まれる前記係合用要素を含む請求項１記載のデバイスを該体腔へと導入するステッ
プと、
　前記マイクロカテーテルの遠位先端が前記係合用要素の近位にあるように前記係合用要
素を前記マイクロカテーテルから配備するステップと、
　該閉塞の少なくとも一部を前記係合用要素と係合させるステップと、
　前記マイクロカテーテルの該遠位先端を前記係合用要素の前記近位端と当接させるステ
ップと、
　該係合された閉塞を該体腔から除去するステップであって、該除去中、前記係合用要素
が前記係合用要素上での前記マイクロカテーテルのリシースを抑制する、除去するステッ
プと
　を含む方法。
【請求項１７】
　前記係合用要素の前記近位端が、前記マイクロカテーテルを露出させると径方向に展開
するように構成されたストッパを備える、請求項１６記載の方法。
【請求項１８】
　前記係合用要素の脚が、該脚が展開されているとき、前記マイクロカテーテルのリシー
スを抑制するように構成された厚さを有する、請求項１６記載の方法。
【請求項１９】
　前記係合用要素の脚が、該脚が展開されているとき、前記マイクロカテーテルの長手方
向軸に対して３０°から９０°の間の角度をなす、請求項１６記載の方法。
【請求項２０】
　前記マイクロカテーテルの前記遠位先端を前記係合用要素の前記近位端と当接させるス
テップが、前記係合用要素を近位に後退させるステップを含む、請求項１６記載の方法。
【請求項２１】
　前記マイクロカテーテルの前記遠位先端を前記係合用要素の前記近位端と当接させるス
テップが、前記マイクロカテーテルを遠位に前進させるステップを含む、請求項１６記載
の方法。
【請求項２２】
　前記マイクロカテーテルを遠位に前進させるステップが、前記閉塞の少なくとも一部を
前記係合用要素と係合させる前記ステップを含む、請求項２１記載の方法。
【請求項２３】
　前記係合された閉塞を前記体腔から除去するステップが、前記係合用要素を近位に後退
させるステップを含む、請求項２２記載の方法。
【請求項２４】
　前記係合された閉塞を前記体腔から除去するステップが、前記マイクロカテーテルを近
位に後退させるステップを含む、請求項２３記載の方法。
【請求項２５】
　前記マイクロカテーテルの前記遠位先端を前記係合用要素の前記近位端と当接させるス
テップが、前記係合用要素を近位に後退させるステップと、前記マイクロカテーテルを遠
位に前進させるステップとを含む、請求項１６記載の方法。
【請求項２６】
　前記マイクロカテーテルの前記遠位先端を前記係合用要素の前記近位端と当接させるス
テップが、前記係合用要素を近位に後退させるステップまたは前記マイクロカテーテルを
遠位に前進させるステップのうちの少なくとも１つを含む、請求項１６記載の方法。
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【請求項２７】
　前記デバイスが第２の係合用要素を備え、前記位置決めが、前記閉塞の近位の前記係合
用要素および前記閉塞の近位端の遠位の該第２の係合用要素を配置するステップを含む、
請求項１６から２６のいずれか一項記載の方法。
【請求項２８】
　前記第２の係合用要素が前記閉塞の遠位端の遠位にある、請求項２７記載の方法。
【請求項２９】
　前記係合用要素と前記第２の係合用要素との間に前記閉塞を係合させるように前記中心
ワイヤを引っ張りながら前記マイクロカテーテルを保持するステップ、または
　前記係合用要素と前記第２の係合用要素との間に前記閉塞を係合させるように前記マイ
クロカテーテルを押しながら前記中心ワイヤを保持するステップ
　のうちの少なくとも１つによって、前記係合用要素および前記第２の係合用要素の位置
を調整するステップ
　をさらに含む、請求項２７記載の方法。
【請求項３０】
　前記係合用要素と前記第２の係合用要素との間の連結用コネクタをさらに備え、該連結
用コネクタが前記閉塞を係合する、請求項２７記載の方法。
【請求項３１】
　妨害物を体腔から除去するためのデバイスであって、
　近位端と遠位端とを備える中心ワイヤと、
　遠位係合用要素と、近位係合用要素と、該遠位係合用要素と該近位係合用要素との間の
中央係合用要素とを備える複数の係合用要素であって、該遠位係合用要素が前記中心ワイ
ヤの前記遠位端に固定的に取り付けられ、該近位係合用要素および該中央係合用要素が前
記中心ワイヤに対して摺動可能である、係合用要素と、
　該近位係合用要素および該中央係合用要素に結合された第１のセグメントと、該中央係
合用要素および該遠位係合用要素に結合された第２のセグメントとを備える連結用コネク
タであって、該係合用要素をある距離を置いて設置するように構成された連結用コネクタ
と
　を備え、
　該第１のセグメントが、該連結用コネクタへの長手方向軸荷重の適用時に、該第１のセ
グメントおよび該第２のセグメントが順次折りたたむように構成されるように、該第２の
セグメントとは異なる軸方向装荷に耐えるように構成される、
デバイス。
【請求項３２】
　前記連結用コネクタが可撓性ワイヤを備え、該可撓性ワイヤが、前記長手方向軸荷重の
適用時に曲がるように構成される、請求項３１記載のデバイス。
【請求項３３】
　前記第１のセグメントが、前記第２のセグメントとは異なる剛性を備える、請求項３２
記載のデバイス。
【請求項３４】
　前記第１のセグメントが前記第２のセグメントよりも厚い、請求項３３記載のデバイス
。
【請求項３５】
　前記連結用コネクタが、スリットを含む管を備える、請求項３１記載のデバイス。
【請求項３６】
　前記管が、前記長手方向軸荷重の適用時に短縮するように構成される、請求項３５３５
記載のデバイス。
【請求項３７】
　前記スリットが前記管の長手方向軸と平行である、請求項３５記載のデバイス。
【請求項３８】
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　前記スリットが前記管の長手方向軸に対してある角度をなす、請求項３５記載のデバイ
ス。
【請求項３９】
　前記スリットが、前記管の長手方向軸に沿って、らせん形スリットを備える、請求項３
５記載のデバイス。
【請求項４０】
　前記らせん形スリットが、前記第１のセグメント内と前記第２のセグメント内で異なる
ピッチを有する、請求項３９記載のデバイス。
【請求項４１】
　前記第１のセグメントおよび前記第２のセグメント内の前記スリットが、パターンまた
は密度のうちの１つまたは複数が異なる、請求項３５記載のデバイス。
【請求項４２】
　前記連結用コネクタがブレードを備え、該ブレードが、前記中心ワイヤが近位に引っ張
られるとき短縮するように構成される、請求項３１記載のデバイス。
【請求項４３】
　前記第１のセグメントおよび前記第２のセグメント内の前記ブレードが、ブレード角度
またはブレード密度のうちの１つまたは複数が異なる、請求項４２４２記載のデバイス。
【請求項４４】
　前記近位係合用要素が、近位力の適用時に前記近位係合用要素上での前記マイクロカテ
ーテルのリシースを抑制するように構成される、請求項３１記載のデバイス。
【請求項４５】
　前記連結用コネクタへの長手方向軸荷重の適用時に、前記第１のセグメントの前記折り
たたみの前に前記第２のセグメントが折りたたまれる、請求項３１から４４のいずれか一
項記載のデバイス。
【請求項４６】
　前記連結用コネクタへの長手方向軸荷重の適用時に、前記第２のセグメントの前記折り
たたみの前に前記第１のセグメントが折りたたまれる、請求項３１から４４のいずれか一
項記載のデバイス。
【請求項４７】
　閉塞の少なくとも一部を体腔内の第１のロケーションから除去する方法であって、
　前記近位係合用要素が該閉塞の近位にあり、前記遠位係合用要素が該閉塞の近位端の遠
位にあるまで、請求項３１記載のデバイスを該体腔へと導入するステップと、
　　前記遠位係合用要素と前記中央係合用要素との間の該閉塞の少なくとも一部を係合さ
せるために、最初に、前記遠位係合用要素と前記中央係合用要素との間の距離を減少させ
、
　　前記中央係合用要素と前記近位係合用要素との間の該閉塞の少なくとも別の部分を係
合させるために、前記中央係合用要素と前記近位係合用要素との間の距離を減少させる
　ように、近位力の適用によって前記複数の係合用要素の位置を調整するステップと、
　該係合された閉塞を該体腔から除去するステップと
　を含む方法。
【請求項４８】
　前記体腔の内壁と前記複数の係合用要素のうちの少なくとも１つの側方表面との間に前
記閉塞を捕捉するステップをさらに含む、請求項４７記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
参照による組み込み
　本出願は、２０１７年９月１１日に出願された米国特許仮出願第６２／５５６，６５８
号および２０１７年９月１１日に出願された米国特許仮出願第６２／５５６，６２７号の
優先権利益を主張するものであり、これらの仮出願の各々の全体が、すべての目的のため
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に参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。２０１１年７月２６日に出願された米
国特許出願第１３／１９１，３０６号、２０１２年７月６日に出願された米国特許出願第
１３／５４３，６５７号、および２０１５年３月４日に出願された米国特許出願第１４／
６３８，９９４号の各々の開示も、すべての目的のために参照によりその全体が本明細書
に組み込まれる。
【０００２】
　本開示は、一般に、血液血管などの体腔内で使用されるデバイスおよびそれを使用する
方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　さまざまな病状が、少なくとも一部は、血液血管の封鎖すなわち閉塞または血塊によっ
て引き起こされ得る。限定するものではないが、そのような状態のよく知られている例と
しては、卒中がある。他のそのような状態には、心筋梗塞、四肢虚血、血管グラフトおよ
びバイパスの閉塞または血塊、ならびに静脈血栓症がある。
【０００４】
　卒中は、「脳発作」と呼ばれることが多い。卒中は、多くの場合、脳への血液供給の乱
れにより、急速かつかなりの脳機能の喪失を招く。その結果、運動、言葉の使用、視力、
および多くの他の生物学的機能の不能は、一時的または不可逆的に悪化され得る。卒中は
、出血性（出血による）または虚血性（血液供給が不十分なことによる）のどちらかであ
る。卒中の大部分は虚血性である。米国では、毎年約７００，０００の虚血性卒中が発生
していると推定される。虚血性卒中の主な原因としては、脳に供給する血液血管内の血栓
症（凝固）、または脳に供給する血液血管につながる心臓などの別の発生源からの塞栓が
ある。通常はアテローム性疾患からの、血液血管の既存の狭窄が脳内に存在する場合、血
栓症が発生することがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　急性虚血性卒中の治療は、できる限り早く脳への血流を再確立することに集中している
。治療には、組織プラスミノーゲン活性化因子（ｔＰＡ）、血栓溶解薬（血塊破壊薬物）
などの薬物の使用がある。より最近では、ｓｔｅｎｔ　ｒｅｔｒｉｅｖｅｒデバイス（Ｔ
ｒｅｖｏ、Ｓｔｒｙｋｅｒ、Ｆｒｅｍｏｎｔ、Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ；Ｓｏｌｉｔａｉｒ
ｅ、Ｃｏｖｉｄｉｅｎ、Ｉｒｖｉｎｅ、Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ）および吸引血栓除去カテ
ーテル（Ｐｅｎｕｍｂｒａ，Ｉｎｃ．、Ａｌａｍｅｄａ、Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ）などの
デバイスが、急性卒中における血栓除去に関して、米国食品医薬品局によって承認されて
いる。これらのデバイスが完全な再疎通や再潅流を常に達成するとは限らない。ときには
、これらのデバイスが、血管を少しも開くことができないこともあれば、血管を部分的に
開くだけのこともあり得る。これらのデバイスはまた、機能するのにいくらか時間がかか
ることがあり、血管が再び開く前に、デバイスが頭蓋内循環へと複数回通過することが必
要とされる。さらに、デバイスが血塊を断片化し、その血塊のある部分を脳循環によって
遠位に進ませてしまう可能性がある。完全なまたは部分的な血塊捕捉により高い割合の完
全な再疎通がより迅速に実行されるデバイスが必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示は、妨害物を体腔から除去するためのデバイスおよび方法に関する。
【０００７】
　いくつかの例では、妨害物を体腔から除去するためのデバイスは、係合用要素と、この
係合用要素を少なくとも部分的に含むマイクロカテーテルとを備えてよい。係合用要素は
、マイクロカテーテルから露出すると展開されるとき、係合用要素への近位力またはマイ
クロカテーテルへの遠位力のうちの少なくとも１つの適用時にマイクロカテーテル内の係
合用要素のリシース（ｒｅ－ｓｈｅａｔｈｉｎｇ）を抑制するように構成されてよい。



(7) JP 2020-533153 A 2020.11.19

10

20

30

40

50

【０００８】
　いくつかの例では、妨害物を体腔から除去するためのデバイスでは、近位端と遠位端と
を備える中心ワイヤと、この中心ワイヤの遠位端におけるまたはその近くにある係合用要
素と、体腔への導入中に係合用要素を少なくとも部分的に含むマイクロカテーテルとを備
えてよい。係合用要素が、マイクロカテーテルから露出すると展開されるとき、係合用要
素への近位力またはマイクロカテーテルへの遠位力のうちの少なくとも１つの適用時にマ
イクロカテーテル内の係合用要素のリシースを抑制するように構成されてよい。
【０００９】
　係合用要素の近位端は、係合用要素をマイクロカテーテルから露出させると径方向に展
開するように構成されたストッパを備えてよい。このストッパは、係合用要素をマイクロ
カテーテルから露出させると径方向外側に屈曲するように構成されたループを備えてよい
。ストッパは、係合用要素をマイクロカテーテルから露出させると径方向外側に展開する
ように構成された渦巻きばねワイヤを備えてよい。係合用要素は、脚が展開されていると
き、マイクロカテーテル内の係合用要素のリシースを抑制するように構成された厚さを有
する脚を備えてよい。係合用要素の脚は、この脚が展開されているとき、マイクロカテー
テルの長手方向軸に対して３０°から９０°の間の角度をなし得る。係合用要素は、ワイ
ヤまたはストラットを備えてよい。係合用要素は、マイクロカテーテルを露出させるとき
、自己展開可能であってよい。係合用要素は、５０グラム～４５０グラムの近位力の適用
時にマイクロカテーテルのリシースを抑制するように構成されてよい。デバイスは、係合
用要素の遠位に配置された第２の係合用要素をさらに備えてよい。この第２の係合用要素
は、中心ワイヤの遠位端に固定的に取り付けられてよい。係合用要素は、中心ワイヤ上で
摺動可能であってよい。デバイスは、係合用要素および第２の係合用要素に結合された連
結用コネクタを備えてよく、この連結用コネクタは、係合用要素と第２の係合用要素をあ
る距離を置いて設置する。連結用コネクタは、ワイヤであってもよいし、スリットをもつ
ハイポチューブであってもよいし、ブレードであってもよい。デバイスは、係合用要素と
第２の係合用要素との間に配置された第３の係合用要素を備えてよい。
【００１０】
　いくつかの例では、閉塞の少なくとも一部を体腔から除去する方法は、閉塞を体腔から
除去するためのデバイスを体腔へと導入することを含んでよい。このデバイスは、近位端
と遠位端とを備える中心ワイヤと、この中心ワイヤの遠位端におけるまたはその近くにあ
る係合用要素と、体腔への導入中に係合用要素を少なくとも部分的に含むマイクロカテー
テルとを備えてよい。係合用要素は、マイクロカテーテルから露出すると展開されるとき
、係合用要素への近位力またはマイクロカテーテルへの遠位力のうちの少なくとも１つの
適用時にマイクロカテーテル内の係合用要素のリシースを抑制するように構成されてよい
。導入することは、係合用要素が閉塞に近接するまでマイクロカテーテル内に少なくとも
部分的に含まれる係合用要素を含んでよい。方法は、マイクロカテーテルの遠位先端が係
合用要素の近位にあるように係合用要素をマイクロカテーテルから配備することと、閉塞
の少なくとも一部を係合用要素と係合させることと、マイクロカテーテルの遠位先端を係
合用要素の近位端と当接させることと、係合された閉塞を体腔から除去することとをさら
に含んでよい。除去中、係合用要素は、係合用要素上でのマイクロカテーテルのリシース
を抑制することがある。
【００１１】
　係合用要素の近位端は、マイクロカテーテルを露出させると径方向に展開するように構
成されたストッパを備えてよい。係合用要素の脚は、この脚が展開されているとき、マイ
クロカテーテルのリシースを抑制するように構成された厚さを有してよい。係合用要素の
脚は、この脚が展開されているとき、マイクロカテーテルの長手方向軸に対して３０°か
ら９０°の間の角度をなしてよい。マイクロカテーテルの遠位先端を係合用要素の近位端
と当接させることは、係合用要素を近位に後退させるステップを含んでよい。マイクロカ
テーテルの遠位先端を係合用要素の近位端と当接させることは、マイクロカテーテルを遠
位に前進させることを含んでよい。マイクロカテーテルを遠位に前進させることは、閉塞
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の少なくとも一部を係合用要素と係合させることを含んでよい。係合された閉塞を体腔か
ら除去することは、係合用要素を近位に後退させることを含んでよい。係合された閉塞を
体腔から除去することは、マイクロカテーテルを近位に後退させることを含んでよい。マ
イクロカテーテルの遠位先端を係合用要素の近位端と当接させることは、係合用要素を近
位に後退させることと、マイクロカテーテルを遠位に前進させることとを含んでよい。マ
イクロカテーテルの遠位先端を係合用要素の近位端と当接させることは、係合用要素を近
位に後退させること、またはマイクロカテーテルを遠位に前進させることのうちの少なく
とも１つを含んでよい。デバイスは第２の係合用要素を備えてよく、位置決めは、閉塞の
近位の係合用要素および閉塞の近位端の遠位の第２の係合用要素を配置することを含んで
よい。第２の係合用要素は、閉塞の遠位端の遠位にあってよい。方法は、係合用要素と第
２の係合用要素との間に閉塞を係合させるように中心ワイヤを引っ張りながらマイクロカ
テーテルを保持すること、または係合用要素と第２の係合用要素との間に閉塞を係合させ
るようにマイクロカテーテルを押しながら中心ワイヤを保持すること、のうちの少なくと
も１つによって、係合用要素および第２の係合用要素の位置を調整することをさらに含ん
でよい。デバイスは、係合用要素と第２の係合用要素との間の連結用コネクタをさらに備
えてよく、この連結用コネクタは閉塞を係合する。
【００１２】
　いくつかの例では、閉塞を体腔から除去するためのデバイスは、近位端と遠位端とを備
える中心ワイヤと、遠位係合用要素と、近位係合用要素と、遠位係合用要素と近位係合用
要素との間の中央係合用要素とを備える、複数の係合用要素と、近位係合用要素および中
央係合用要素に結合された第１のセグメントと、中央係合用要素および遠位係合用要素に
結合された第２のセグメントとを備える連結用コネクタとを備えてよい。遠位係合用要素
は、中心ワイヤの遠位端に固定的に取り付けられてよい。近位係合用要素および中央係合
用要素は、中心ワイヤに対して摺動可能であってよい。第１のセグメントと第２のセグメ
ントは、同時に折りたたむように構成されてよい。
【００１３】
　いくつかの例では、閉塞を体腔から除去するためのデバイスは、近位端と遠位端とを備
える中心ワイヤと、遠位係合用要素と、近位係合用要素と、遠位係合用要素と近位係合用
要素との間の中央係合用要素とを備える、複数の係合用要素と、近位係合用要素および中
央係合用要素に結合された第１のセグメントと、中央係合用要素および遠位係合用要素に
結合された第２のセグメントとを備える連結用コネクタとを備えてよい。遠位係合用要素
は、中心ワイヤの遠位端に固定的に取り付けられてよい。近位係合用要素および中央係合
用要素は、中心ワイヤに対して摺動可能であってよい。第１のセグメントと第２のセグメ
ントは、順次折りたたむように構成されてよい。
【００１４】
　いくつかの例では、閉塞を体腔から除去するためのデバイスは、近位端と遠位端とを備
える中心ワイヤと、遠位係合用要素と、近位係合用要素と、遠位係合用要素と近位係合用
要素との間の中央係合用要素とを備える、複数の係合用要素と、近位係合用要素および中
央係合用要素に結合された第１のセグメントと、中央係合用要素および遠位係合用要素に
結合された第２のセグメントとを備える連結用コネクタとを備えてよい。遠位係合用要素
は、中心ワイヤの遠位端に固定的に取り付けられてよい。近位係合用要素および中央係合
用要素は、中心ワイヤに対して摺動可能であってよい。連結用コネクタは、係合用要素を
ある距離を置いて設置するように構成されてよい。第１のセグメントは、連結用コネクタ
への長手方向軸方向荷重の適用時に第１のセグメントおよび第２のセグメントが順次折り
たたむように構成され得るように、第２のセグメントとは異なる軸方向装荷に耐えるよう
に構成されてよい。
【００１５】
　連結用構造は可撓性ワイヤを備えてよく、この可撓性ワイヤは、長手方向軸荷重の適用
時に曲がるように構成される。第１のセグメントは、第２のセグメントとは異なる剛性を
備えてよい。第１のセグメントは、第２のセグメントよりも厚くてよい。連結用コネクタ
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は、スリットを含む管を備えてよい。この管は、長手方向軸荷重の適用時に短縮するよう
に構成されてよい。スリットは、管の長手方向軸と平行であってよい。スリットは、管の
長手方向軸に対してある角度をなしてよい。スリットは、管の長手方向軸に沿って、らせ
ん形スリットを備えてよい。このらせん形スリットは、第１のセグメント内と第２のセグ
メント内で異なるピッチを有してよい。第１のセグメントおよび第２のセグメント内のス
リットは、パターンまたは密度のうちの１つまたは複数が異なってよい。連結用コネクタ
はブレードを備えてよく、このブレードは、中心ワイヤが近位に引っ張られるとき短縮す
るように構成される。第１のセグメントおよび第２のセグメント内のブレードは、ブレー
ドの角度またはブレードの密度のうちの１つまたは複数が異なることがある。近位係合用
要素は、近位力の適用時に近位係合用要素上でのマイクロカテーテルのリシースを抑制す
るように構成されてよい。連結用コネクタへの長手方向軸荷重の適用時に、第２のセグメ
ントは、第１のセグメントの折りたたみの前に折りたたまれてよい。連結用コネクタへの
長手方向軸荷重の適用時に、第１のセグメントは、第２のセグメントの折りたたみの前に
折りたたまれてよい。
【００１６】
　いくつかの例では、体腔内の第１のロケーションから閉塞の少なくとも一部を除去する
方法は、閉塞を体腔から除去するためのデバイスを体腔へと導入することを含んでよい。
デバイスは、近位端と遠位端とを備える中心ワイヤと、遠位係合用要素と、近位係合用要
素と、遠位係合用要素と近位係合用要素との間の中央係合用要素とを備える、複数の係合
用要素と、近位係合用要素および中央係合用要素に結合された第１のセグメントと、中央
係合用要素および遠位係合用要素に結合された第２のセグメントとを備える連結用コネク
タとを備えてよい。遠位係合用要素は、中心ワイヤの遠位端に固定的に取り付けられてよ
い。近位係合用要素および中央係合用要素は、中心ワイヤに対して摺動可能であってよい
。連結用コネクタは、係合用要素をある距離を置いて設置するように構成されてよい。第
１のセグメントは、連結用コネクタへの長手方向軸荷重の適用時に第１のセグメントおよ
び第２のセグメントが順次折りたたむように構成され得るように、第２のセグメントとは
異なる軸方向装荷に耐えるように構成されてよい。導入することは、近位係合用要素が閉
塞の近位にあり、遠位係合用要素が閉塞の近位端の遠位にあるまでであってよい。方法は
、遠位係合用要素と中央係合用要素との間の閉塞の少なくとも一部を係合させるために、
最初に、遠位係合用要素と中央係合用要素との間の距離を減少させ、さらに、中央係合用
要素と近位係合用要素との間の閉塞の少なくとも別の部分を係合するために、中央係合用
要素と近位係合用要素との間の距離を減少させるように、近位力の適用によって複数の係
合用要素の位置を調整することと、係合された閉塞を第１のロケーションから除去するこ
ととをさらに含んでよい。
【００１７】
　方法は、体腔の内壁と複数の係合用要素のうちの少なくとも１つの側方表面との間に閉
塞を捕捉することをさらに含んでよい。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１Ａ－１Ｂ】本発明のいくつかの実施形態によるデバイスの非限定的な例示的な例を
示す図である。
【００１９】
【図２Ａ－２Ｃ】特に本発明のいくつかの実施形態によるデバイスが体腔内に配置されて
いるときの、デバイスの別の非限定的な例示的な例を示し、本発明のいくつかの実施形態
による、血液血管から閉塞／血塊を除去する機構のいくつかの非限定的な例を示す図であ
る。
【００２０】
【図３】本発明のいくつかの実施形態によるデバイスが複数の係合用要素とその係合用要
素を接続する接続ワイヤとを備える、デバイスのさらに別の非限定的な例示的な例を示す
図である。このデバイスは、マイクロカテーテルを介して体腔へと送達され得る。この図
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はまた、デバイスが、要素が互いに重なることなく回収されて、マイクロカテーテルに戻
されるように構成され得ることを示す。
【００２１】
【図４】デバイスが複数の係合用要素を備える、本発明のいくつかの実施形態によるデバ
イスのさらに別の非限定的な例示的な例を示す図である。この特定の実施形態では、デバ
イスの遠位係合用要素は、その遠位端に閉鎖端を有し得る。さらに、遠位係合用要素は、
サイズ（長さおよび直径）に関して他の係合用要素よりも大きくてよい。しかしながら、
遠位係合用要素の剛性は、血管損傷を回避するために、他の係合用要素の剛性よりも小さ
くてよい。
【００２２】
【図５Ａ】図５Ａは、本発明のいくつかの実施形態によるデバイスが複数の係合用要素を
備える、デバイスのさらに別の非限定的な例示的な例を示す図である。
【００２３】
【図５Ｂ－５Ｄ】図５Ｂ～図５Ｄは、近位係合用要素、中央係合用要素、および遠位係合
用要素の近位端におけるコネクタの詳細なロケーションおよび構造を示す図である。図５
Ｂ～図５Ｄは、コネクタ、制御管アパートメント、中心ワイヤ、および接続ワイヤ間の関
係も示す。
【００２４】
【図６】本発明のいくつかの実施形態によるデバイスが複数の係合用要素を備える、デバ
イスのさらに別の非限定的な例示的な例となる実施形態を示す図である。管区画、中心ワ
イヤ・ハンドル、および構成要素間の接続の非限定的な構造および構成要素が、この図に
示されている。
【００２５】
【図７Ａ－７Ｃ】本発明によるデバイスが複数の係合用要素を備える、デバイスのさらに
他の非限定的な実施形態を示す図である。このデバイスは、制御ワイヤ、すなわち管区画
の代替物をさらに備え得る。図７Ａに示される実施形態では、デバイスは、接続ワイヤと
、制御ワイヤとを備える。接続ワイヤと制御ワイヤは、近位係合用要素の近位端で接合さ
れ得る。制御ワイヤは、デバイスの近位端で制御ワイヤ・ハンドルに動作可能に接続され
得る。図７Ｂは、近位コネクタの内部で制御ワイヤと接続ワイヤと近位係合用要素の脚と
を接続し得る、近位コネクタの特定の非限定的な実施形態を示す。代わりに、そのような
実施形態のうちのいくつかでは、別個の接続ワイヤが必要でないことがある。したがって
、図７Ｃに示されるように、制御ワイヤと接続ワイヤはワイヤの同じピースから作製可能
であり、接続ワイヤセクション／セグメントは小さく、可撓性であり、制御ワイヤセグメ
ントはやや大きく、押すことが可能である。制御／接続ワイヤと近位係合用要素の脚は、
コネクタを介して接合され得る。
【００２６】
【図８Ａ－８Ｆ】図８Ａは、本発明によるデバイスが複数の係合用要素を備える、デバイ
スのさらに別の非限定的な実施形態を示す図である。複数の係合用要素の中で、それらの
うちのいくつかは、受け入れ用要素として機能するように構成されるが、いくつかの他の
ものは、捕捉用／掴み用（ｃｉｎｃｈｉｎｇ）要素として機能するように構成される。各
受け入れ用要素と捕捉要素は、係合用ユニット／ペアを形成する。特定の実施形態では、
受け入れ用要素は、スペーシング・ワイヤと関連付けられてよいし、これに接続されても
よい。スペーシング・ワイヤおよび近位要素の近位端は、制御管区画に接続される。いく
つかの実施形態では、受け入れ用要素と捕捉用要素のペアが、係合用ユニット／ペアとし
て機能し得る。特定の実施形態では、デバイスは、複数の係合用ユニット／ペアを備え得
る。図８Ａは、係合用ユニット／ペアが開いているところを示し、図８Ｂは、係合ユニッ
ト／ペアが閉鎖されている、すなわち、捕捉係合用要素と受け入れ用係合用要素との間の
間隔が短縮されているところを示す。図８Ｃ～図８Ｆは、詳細なコネクタ構造と、それら
と制御管アパートメント、中心ワイヤ、およびスペーシング・ワイヤとの関係を示す。
【００２７】
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【図９Ａ－９Ｆ】図８に示されるデバイスが、１つまたは複数の閉塞を治療するまたは体
腔から除去するために使用される、本発明による方法のさらに別の非限定的な実施形態を
示す図である。図９Ａ～図９Ｃは、複数の動作ユニット／ペアを備えるデバイスによって
比較的大きい閉塞が除去される一実施形態を示す。図９Ｄ～図９Ｆは、複数の閉塞が複数
の動作ユニット／ペアによって個々に除去される一実施形態を示す。
【００２８】
【図１０】本発明によるデバイスが複数の係合用要素を備える、デバイスのさらに別の非
限定的な実施形態を示す図であり、係合用要素のうちのいくつかは受け入れ用要素として
機能し得るが、係合用要素のうちのいくつかの他のものは捕捉用／掴み用要素として機能
し得る。この図は、動作中に必要があるときに係合用要素が引っ張られてマイクロカテー
テルへと戻されるところを示す。
【００２９】
【図１１Ａ－１１Ｂ】本発明によるデバイスが複数の係合用要素を備える、デバイスのさ
らに別の非限定的な実施形態を示す図であり、係合用要素のうちのいくつかは受け入れ用
要素として機能し得るが、係合用要素のうちのいくつかの他のものは捕捉用要素として機
能し得る。特定の実施形態では、別個の遠位係合用要素が、その遠位端に閉鎖され得る血
塊細片を捕らえるために、中心ワイヤの先端に追加され得る。さらに、いくつかの実施形
態では、遠位係合用要素は、サイズおよび直径に関して他の係合用要素よりも大きくてよ
い。しかしながら、遠位係合用要素の剛性は、他の係合用要素の剛性よりも小さくてよい
。
【００３０】
【図１２Ａ－１２Ｅ】本発明によるデバイスが複数の係合用要素を備える、デバイスのさ
らに別の非限定的な実施形態を示す図であり、係合用要素のうちのいくつかは受け入れ用
要素として機能し得るが、係合用要素のうちのいくつかの他のものは捕捉用／掴み用要素
として機能し得る。さらに、デバイスは、制御ワイヤをさらに備え得る。制御ワイヤは、
いくつかの実施形態では、オペレータが制御ワイヤを操作できる、たとえば制御ワイヤを
押すまたは引っ張るハンドルに、デバイスの近位端で動作可能に接続され得る。すべての
受け入れ用要素は、設計された間隔をそれらの間に有してスペーシング・ワイヤに固定さ
れ、中心ワイヤに沿って自由に動くことができる。すべての捕捉用要素は中心ワイヤに固
定される。制御ワイヤおよび中心ワイヤの一方または両方を制御することによって、係合
用要素間のスペースが、デバイスによる閉塞の係合および閉じ込めを最大にするように調
整可能である。図１２Ａおよび図１２Ｂは、係合用要素間のスペースの調整を示す。図１
２Ｄ～図１２Ｅは、近位コネクタの特定の非限定的な実施形態の図を示す。
【００３１】
【図１３Ａ－１３Ｆ】本発明によるデバイスが複数の係合用要素を備える、デバイスのさ
らに代替の非限定的な実施形態を示す図である。特定の実施形態では、１つは受け入れ用
要素であり、もう１つは捕捉用要素である、２つの係合用要素は、個々の動作ユニット／
ペアを形成する。デバイスは、複数の係合用動作ユニット／ペアを備えることができる。
異なる動作ユニット／ペア内の受け入れ用要素は、接続ワイヤと関連付け可能である、ま
たはこれに接続可能である。さらに、特定の実施形態では、同じユニット／ペア（たとえ
ば、少なくとも１つの受け入れ用要素および１つの捕捉用要素）内の係合用要素は、スペ
ーシング・ワイヤに接続されてもよいし、これと関連付けられてもよい。図１３Ｂは、係
合用要素間のスペースが減少されたデバイスを示す。図１３Ｄ～図１３Ｆは、係合区画の
さまざまなロケーションにおける、係合要素、接続ワイヤ、スペーシング・ワイヤ、およ
び中心ワイヤとのコネクタの関係を示す。
【００３２】
【図１４Ａ－１４Ｅ】係合用要素のさらに代替の非限定的で例示的な実施形態代替構造を
示す図である。
【００３３】
【図１５Ａ－１５Ｂ】係合用要素が作製可能である、構造のさらに別の代替の非限定的な
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例示的な実施形態を示す図である。
【００３４】
【図１６Ａ－１６Ｇ】順次折りたたまれるように構成された複数の血塊係合用要素を有す
る例となるデバイスを示す図である。
【００３５】
【図１７Ａ－１７Ｄ】近位係合用要素と遠位係合用要素とを有する例となる２つの部品か
らなるデバイスを示す。
【００３６】
【図１７Ｅ】ストッパ特徴を含む例となるデバイスを示す図である。
【００３７】
【図１７Ｆ】ストッパ特徴を含む別の例となるデバイスを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　本開示は、一般に、血液血管などの体腔内で使用されるデバイスおよびそれを使用する
方法に関連する。いくつかの実施形態では、このデバイスは、管腔から血液血塊または異
物などの閉塞物質を除去するために、体腔内に位置決めされ得る。本発明のいくつかの態
様は、限定するものではないが卒中を含む、血液血管内の状態を治療するように構成され
たデバイスおよび方法を提供する。いくつかの実施形態では、デバイスおよび方法は、血
液血管から閉塞／血塊を除去することによって虚血性卒中に関連した状態を治療するおよ
び／または血液血管を再び開いてその中の血流を再開させるように構成される。血液血管
の非限定的な例としては、動脈、静脈、または循環系の構成要素として働く、外科的に移
植されたグラフトおよびバイパスがあり得る。
【００３９】
　「閉塞」または「血塊」という用語は、一般に、血液血管の管腔を部分的または完全に
塞ぐ任意のものを含む。閉塞／血塊は、管腔を通って流れる流れ（たとえば、血液または
他の任意の生物学的流体の流れ）を減速するまたは塞ぐ。閉塞／血塊の例としては、血管
内に存在する血液閉塞／血塊およびアテローム性プラークならびに脂肪または異物があり
得る。
【００４０】
　「卒中」という用語は、一般に、一部は脳への血液供給の乱れにより引き起こされる状
態を含む。この乱れは、封鎖（たとえば虚血性卒中）および／または出血（たとえば出血
性卒中）によって引き起こされ得る。特に、虚血性卒中は、血液血管の部分的なまたはか
なりの閉塞により引き起こされ得る。虚血性状態の治療は、脳内ならびに心臓などの他の
組織内に存在する血液血管に適用可能である。したがって、本出願に開示されているデバ
イスおよび方法は、任意の特定の臓器内で使用するために限定されず、血流を回復させる
ための閉塞／血塊の除去から利益を得るであろう身体の任意の血液血管に適用可能である
。さらに、本発明によるデバイスおよび方法は、虚血以外の他の状態を招き得る静脈閉塞
／血塊を治療するために使用可能である。
【００４１】
　デバイスは、カテーテルまたはマイクロカテーテルを通して血液血管へと導入可能であ
る。「カテーテル」または「マイクロカテーテル」は、一般に、体腔に挿入可能であり、
それによって、治療を必要とする身体区域へのデバイスおよび／または化学物質の投与を
可能にする管状構造を含む。
【００４２】
　そのうえ、本明細書における開示に基づいて当業者には明らかであろう多数の異なる修
正および交代も、特定の治療状態に適切に働くように、本発明の範囲に影響することなく
行うことができる。したがって、本出願に開示されている例だけでなく、本明細書におけ
る開示に基づくそのような明らかな修正および交代もまた、本発明の範囲に含まれるべき
である。
【００４３】
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　本発明の一態様は、複数の係合用要素（たとえば、２つ、３つ、４つ、またはそれ以上
の）、制御管区画、中心ワイヤ、および／または制御ワイヤを備える、血液血管内で使用
するためのデバイスに関連する。係合用要素は、自己展開区画を形成する。
【００４４】
　本発明の別の態様は、マイクロカテーテルと、中心ワイヤと、管構成要素と、係合区画
とを備える、血液血管内で使用するためのデバイスに関連する。係合区画は、遠位係合用
要素と、任意選択の中央係合用要素と、近位係合用要素とを備えてよい。係合用要素は、
コネクタを介して接続ワイヤおよび／またはスペーシング・ワイヤと連結可能である。い
くつかの実施形態では、遠位係合用要素は、中心ワイヤと関連付けられ得る。係合用要素
間のスペースは調整可能であってよい。少なくともいくつかの実施形態では、隣接する要
素間のスペースは、ほぼ０から５０ｍｍまで調整可能である。特定の実施形態では、係合
用要素間の距離は、ほぼ０ｍｍ、５ｍｍ、１０ｍｍ、１５ｍｍ、２０ｍｍ、２５ｍｍ、３
０ｍｍ、３５ｍｍ、４０ｍｍ、４５ｍｍ、および５０ｍｍ、ならびにこれらの間の任意の
範囲で調整されてよい。代替実施形態では、係合用要素間のスペースは、５０ｍｍ超に調
整されてよい。
【００４５】
　いくつかの実施形態では、デバイスは、血液血管へと導入可能である。血液血管のサイ
ズは、より小さい動脈および静脈における約０．０３インチ（約１ｍｍ）の直径から、よ
り大きい動脈における１．０インチ（約２５ｍｍ）まで、大動脈における１．２インチ（
約３０ｍｍ）まで、非常に大きく変化する。したがって、いくつかの実施形態では、デバ
イスが展開状態であるとき、デバイスの直径は、ほぼ０．０１インチ（約０．２５ｍｍ）
から１．０インチ（約２５ｍｍ）、１．２インチ（約３０ｍｍ）にわたってよい。また、
係合区画が開かれる（すなわち展開される）または閉じられる（すなわち折りたたまれる
）とき、単一デバイスの直径は、動作中に変化してよい。いくつかの他の実施形態では、
折りたたみ状態であるデバイスの直径は、ほぼ０．０１インチ、ほぼ０．０２インチ、ほ
ぼ０．０３インチ、ほぼ０．０４インチ、ほぼ０．０５インチ、ほぼ０．０６インチ、ほ
ぼ０．０７インチ、ほぼ０．０７インチ、ほぼ０．０８インチ、ほぼ０．０９インチ、ほ
ぼ０．１０インチ、ほぼ０．１２インチ、ほぼ０．１４インチ、ほぼ０．１６インチ、ほ
ぼ０．１８インチ、ほぼ０．２０インチ、ほぼ０．３０インチ、ほぼ０．４０インチ、ほ
ぼ０．５０インチ、ほぼ０．６０インチ、ほぼ０．７０インチ、または任意の上記で列挙
された値の間であってよい。
【００４６】
　いくつかの実施形態では、デバイスは、中心ワイヤをさらに備える。中心ワイヤは、管
構成要素を通過して、それを通って自由に動いてよい。特定の実施形態では、中心ワイヤ
は係合区画と関連付けられる。より具体的には、中心ワイヤは、遠位係合用要素、任意選
択の中央要素、近位係合用要素と関連付けられてよい。関連付けとは、一般に、２つの物
体間の任意のタイプの接続を指す。関連付けとしては、固定がある。２つの物体が関連付
けられていると１つの物体の動きが別の物体によって妨げられるからである。言い換えれ
ば、２つの物体が固定という手段で関連付けられると、２つの物体の動きが同期される。
しかしながら、関連付けは、必ずしも１つの物体の、別の物体への固定を示さない。した
がって、２つの物体が関連付けられているが、固定の状態にはないとき、１つの物体の、
もう１つの物体に対する動きは妨げられない。したがって、少なくともいくつかの実施形
態では、中央要素および近位係合用要素は中心ワイヤと関連付けられてよいが（たとえば
、中央要素および近位係合用要素は、中心ワイヤに沿って通過してよい）、中心ワイヤに
沿って自由に動いてよい。
【００４７】
　特定の実施形態によれば、中心ワイヤは固定される、または遠位係合用要素と接合され
る。いくつかの場合、遠位係合用要素の近位端または遠位端は、中心ワイヤの遠位端に接
合されることがある。中心ワイヤと遠位係合用要素との間の関連付け（すなわち、接続）
は、コネクタ上への溶接、接着、またはクリッピングなどのさまざまな手段を介して行わ
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れてよい。いくつかの実施形態では、中心ワイヤと遠位係合用要素との間の接合箇所は、
遠位要素コネクタによって被覆される。あるいは、コネクタは、短い外側コネクタ・チュ
ーブと、管の壁の間に固定され、接合媒体（ｊｏｉｎｔ　ｍｅｄｉａ）で満たされること
になる構成要素を有する短い内側コネクタ・チューブとからなってよい。
【００４８】
　いくつかの実施形態では、中心ワイヤは、ワイヤ、ブレード、またはケーブルを備えて
もよいし、これらの形をとってもよい。ワイヤは、均一な直径を有してもよいし、遠位端
から近位端にかけて変化するテーパの付いた直径を有してもよい。さまざまな材料が、中
心ワイヤを製造するために使用可能であり、さまざまな材料としては、金属材料と、非金
属材料があってよい。中心ワイヤのための金属材料のいくつかの非限定的な例は、ニッケ
ル、チタン、ステンレス鋼、コバルト、クロム、およびニチノール（ＮｉＴｉ）、または
コバルトクロム合金などの前述のものの任意の合金を含んでよい。さらに、中心ワイヤで
あるという所望の性質を有する任意のポリマーまたはプラスチックが、その生産に使用可
能である。ポリマーとしては、限定するものではないが、ポリイミド、ＰＥＥＫ（ポリエ
ーテルエーテルケトン）、ナイロン、ＰＴＦＥ（ポリテトラフルオロエチレン）、ＰＥＴ
（ポリエチレンテレフタレート）、ポリプロピレンなどがある。限定するものではないが
ＰＴＦＥ被覆ステンレス鋼またはＰＴＦＥ被覆ＮｉＴｉを含むポリマー被覆金属も、中心
ワイヤとして使用可能である。また、親水性コーティングも適用可能である。そのような
コーティングは、中心ワイヤと管区画との摩擦を低減させるために、部分的に適用可能で
ある。中心ワイヤはまた、ＮｉＴｉワイヤ上のＰＴＦＥもしくはＦＥＰ（フッ化エチレン
プロピレン）管、またはステンレス鋼上のＰＴＦＥもしくはＦＥＰ管などの複合材料から
作製可能である。中心ワイヤの直径は、ほぼ０．００１インチから０．１インチにわたっ
てよい。特定の実施形態では、中心ワイヤの直径は、約０．００１インチ、約０．００２
インチ、約０．００３インチ、約０．００４インチ、約０．００５インチ、約０．００６
インチ、約０．００７インチ、約０．００８インチ、約０．００９インチ、約０．０１イ
ンチであってよい。あるいは、中心ワイヤの直径は、０．０１インチよりも大きくてよい
。
【００４９】
　「係合区画」という用語は、一般に、封鎖された管腔または血管を再疎通するために、
小さい外形／直径へと圧縮され、マイクロカテーテルを通って体腔に挿入され、マイクロ
カテーテルから解放されると、より大きな直径に展開して、血塊／閉塞の少なくとも一部
と係合して、これを除去することが可能な弾性構造を含む。係合区画は、遠位係合用要素
と、任意選択の中央係合用要素と、近位係合用要素とを備えてよい。いくつかの実施形態
では、係合用要素は、複数のワイヤを備えてよい。係合用要素は、少なくともいくつかの
実施形態では、メッシュ構造またはブレード構造へと形成可能である。いくつかの他の実
施形態では、係合用要素は、管材料またはシート材料から作製されたストラットを備えて
よい。ストラットは、レーザ切断されたハイポチューブ材料もしくはシート材料、または
フォトエッチングされたシート材料によって作製可能である。要素の表面を滑らかにする
ために、ストラットを所望の形状、たとえば円錐形または円筒形に設定し、それに続いて
化学エッチングまたは電解研磨を行う目的で、熱処理が必要とされることがある。
【００５０】
　係合用要素は、弾性材料から作製可能である。係合用要素のためのそのような金属材料
のいくつかの非限定的な例としては、ニッケル－チタン（ＮｉＴｉ）合金、ステンレス鋼
、チタンおよびその合金、ならびにコバルトクロム（ＣｏＣｒ）合金がある。あるいは、
遠位係合用要素にとって望ましい性質を有する任意のポリマーまたはプラスチックが使用
可能である。さらなる代替例では、係合用要素は、ポリマー被覆金属材料などの２つ以上
の異なる材料を使用して構築可能である。
【００５１】
　いくつかの実施形態では、係合用要素の全体的直径（ｏｖｅｒａｌｌ　ａｌｌ　ｄｉａ
ｍｅｔｅｒ）は、その展開状態において、ほぼ１ｍｍから８ｍｍまで変化してよい。特定
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の実施形態では、展開状態における遠位係合用要素の直径は、ほぼ１ｍｍ、２ｍｍ、３ｍ
ｍ、４ｍｍ、５ｍｍ、６ｍｍ、７ｍｍ、および８ｍｍ、またはこれらの間の任意の範囲で
あってよい。いくつかの他の実施形態では、各係合用要素の長さは、ほぼ２ｍｍから４０
ｍｍまで変化してよい。特定のいくつかの実施形態では、各係合用要素の長さは、ほぼ２
ｍｍ、３ｍｍ、４ｍｍ、５ｍｍ、６ｍｍ、８ｍｍ、１０ｍｍ、１５ｍｍ、２０ｍｍ、２５
ｍｍ、３０ｍｍ、３５ｍｍ、および４０ｍｍ、またはこれらの間の任意の範囲であってよ
い。さらに、代替実施形態では、各係合用要素の長さは、４０ｍｍよりも長くてよい。
【００５２】
　いくつかの実施形態では、マーカ（図１７Ａのマーカ１７７０など）がデバイスに追加
されてよい。そのようなマーカとしては、身体内でのデバイスの位置および／または動き
を監視する助けとなる放射線不透過性材料があり得る。放射線不透過性マーカのいくつか
の非限定的な例は、金、金合金、ＣｏＣｒ合金、プラチナ、または白金合金を含み得る。
マーカはまた、放射線不透過性コーティングの形をとることができる。マーカは、デバイ
ス内の任意の場所に追加されてよい。いくつかの実施形態では、１つまたは複数のマーカ
は、身体内での遠位係合用要素のロケーションが判定されるように、遠位係合用要素にお
いて追加されてよい。いくつかの実施形態では、１つまたは複数のマーカは、身体内での
近位係合用要素のロケーションが判定されるように、近位係合用要素において追加されて
もよい。さらにいくつかの他の実施形態では、任意のまたはすべての係合用要素がマーカ
を含んでもよい。あるいは、１つまたは複数のマーカは、中心ワイヤおよび／または管区
画に追加されてもよい。いくつかの実施形態では、マーカは、ほぼ０．１０から４ｍｍの
長さであってよく、直径はほぼ０．００１から０．０３０インチである。しかしながら、
いずれかの寸法（たとえば、長さ、直径、サイズ、および質量）およびマーカの形状のい
かなる変動も適切である。
【００５３】
　いくつかの実施形態では、デバイスは、１つまたは複数の管区画を備えてよい。制御管
区画は、複数の管要素を備えてよい。そのような管要素としては、押し管（ｐｕｓｈｅｒ
　ｔｕｂｉｎｇ）および接続管があり得る。少なくともいくつかの実施形態では、押し管
は、内側押し管と、外側押し管と、および／または近位押し管と、遠位押し管とをさらに
備えてよい。これらの押し管構成要素は、互いに取り付けられてもよいし、互いに固定さ
れてもよい。さまざまな材料が、管要素を製造するために使用可能であり、さまざまな材
料としては、金属材料と、非金属材料があってよい。いくつかの実施形態では、遠位押し
管および／または外側押し管は、ＰＴＦＥまたはＰＥＴなどの、潤滑性かつ可撓性のポリ
マーから作製可能である。伸張抵抗が必要とされるとき、比較的小さいポリイミド管また
はＰＥＥＫ管が利用されてもよい。近位押し管が、ニチノール超弾性材料、ステンレス鋼
、ＣｏＣｒ合金、チタン合金、またはポリマー（ポリイミド、ＰＥＥＫなど）から作製可
能である。押し管とマイクロカテーテルの内側管腔との摩擦を低減させるために、管要素
のうちの１つまたは複数も、ＰＴＦＥコーティング、親水性コーティングなどの潤滑性材
料を用いて被覆可能である。管要素は、押圧性および可撓性を目的として、金属（ニチノ
ール、ステンレスなど）コイル上のＰＴＦＥまたはＦＥＰ（フッ化エチレンプロピレン）
管などの複合材料からも作製可能である。
【００５４】
　中心ワイヤ、制御ワイヤ、スペーシング・ワイヤ、および接続ワイヤは、ワイヤ、ブレ
ード、またはケーブルの形をとることができる。中心ワイヤのための金属材料のいくつか
の非限定的な例は、ニッケル、チタン、ステンレス鋼、コバルト、クロム、およびニチノ
ール（ＮｉＴｉ）、チタン合金、またはコバルトクロム合金などの前述のものの任意の合
金を含んでよい。さらに、中心ワイヤであるという所望の性質を有する任意のポリマーま
たはプラスチックが、その生産に使用可能である。ポリマーとしては、限定するものでは
ないが、ポリイミド、ＰＥＥＫ（ポリエーテルエーテルケトン）、ナイロン、ＰＴＦＥ（
ポリテトラフルオロエチレン）、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）、ポリプロピレ
ンなどがある。限定するものではないがＰＴＦＥ被覆ステンレス鋼またはＰＴＦＥ被覆Ｎ
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ｉＴｉを含むポリマー被覆金属も、中心ワイヤとして使用可能である。また、ワイヤと押
し管の内側管腔との摩擦を低減させるために、親水性コーティングも適用可能である。
【００５５】
　いくつかの実施形態では、押し管構成要素の外径は、ほぼ０．００１インチ（ほぼ０．
０２５ｍｍ）から０．０５０インチ（ほぼ１．３ｍｍ）であってよい。他の実施形態では
、押し管構成要素の直径は、０．００１インチ（ほぼ０．０２５ｍｍ）よりも小さくても
よいし、０．０５０インチ（ほぼ１．３ｍｍ）を超えてもよい。
【００５６】
　いくつかの実施形態では、デバイスは、２つ、３つ、４つ、５つ、６つ、またはそれ以
上の係合用要素などの、複数の係合用要素を備えてよい。したがって、３つ以上の係合用
要素がデバイス内に存在する実施形態では、すべての係合用要素の中で最も遠位に配置さ
れた遠位係合用要素、最も近位に配置された近位係合用要素、および遠位係合用要素と近
位係合用要素との間に配置された１つまたは複数の中央係合用要素が存在することができ
る。
【００５７】
　係合用要素の形状、サイズ、および構造／構成は限定されず、血液血管と適合し治療に
適した程度に変化することができる。特定の実施形態では、係合用要素は、一般に、円錐
形または四角錘形（図１４Ａに示される）、円筒形または管状形（図１４Ｃ）、楕円（図
１４Ｄ）、または球形（図１４Ｄ）、または傘（またはパラシュート）形（図１４Ｅ）な
ど、および上記で説明した形／形状のいずれかの組合せに成形可能である。一例が図１４
Ｂに示されている。係合用要素は、円筒形または管状形であるとき、両方の端において開
いていてもよいし、閉鎖されてもよい。同じデバイス内に存在する個々の係合用要素は、
たとえば、サイズ、構造、材料、および／または機能に関して互いと異なってよい。ある
いは、同じデバイス内に存在する係合用要素のうちのいくつかまたはすべては、その中で
１つまたは複数の共通する特徴、たとえば、サイズ、構造、材料、および機能を共有する
ことができる。
【００５８】
　さらに、いくつかの実施形態では、デバイスの係合用要素のうちの２つ以上と関連する
接続ワイヤが存在する。いくつかの実施形態では、接続ワイヤは、複数の係合用要素のう
ちの特定のものまたはいくつか（すべてではない）を接続してもよいし、これらと関連付
けられてもよい。いくつかの他の実施形態では、接続ワイヤは、デバイス内に存在する係
合用要素のすべてと関連付けられてもよいし、これらと接続してもよい。接続ワイヤと個
々の係合用要素との間の関連付けまたは接続は、接続ワイヤのある位置で固定されてもよ
い。複数の係合用要素が、接続ワイヤと関連付けられる（または、これに接続される）と
き、個々の係合用要素の接続ワイヤとの関連付け／接続のタイプ、たとえば、固定様式ま
たは非固定様式は、単一デバイス内で変化してもよい。したがって、いくつかの実施形態
では、同じ接続ワイヤと関連付けられたまたはこれと接続された係合用要素のうちのいく
つか（すべてではない）は、接続ワイヤのそれぞれの位置で固定されてよい。接続ワイヤ
は、可撓性すなわち柔軟（ｆｌｏｐｐｙ）とすることができ、これによって、係合用要素
同士の距離を縮めることが望ましいとき、係合用要素間のスペースを短縮することができ
る。これらの環境では、係合用要素間の最大距離も接続ワイヤによって制限されるように
、接続ワイヤは、張力を受けている間、伸張抵抗性であってよい。
【００５９】
　接続ワイヤと係合用要素との間の関連付け（接続など）、特に、それらの間の固定（ま
たは接合）は、溶接、接着、またはクリッピングなどのさまざまな手段を介して行われて
よい。管またはコネクタなどの追加要素は、係合用要素および接続ワイヤがそれに固定さ
れる場合、存在することができる。接続ワイヤと係合用要素との間の関連付け（接続など
）は、特に、係合用要素が中心ワイヤに沿って動くことができる場合、コネクタを含むさ
まざまな手段を介して行われることが可能である。たとえば、係合用要素は、短い内側要
素コネクタ管および外側要素コネクタ管を含んでもよいし、これらに取り付けられてもよ
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い。接続ワイヤは、２つの管の壁同士の間に取り付けられてよく、中心ワイヤは、内側要
素コネクタ管を通って（その内部を）通過してよい。したがって、係合用要素は、特定の
位置に固定されずに中心ワイヤに沿って動く（摺動する）ことができる。
【００６０】
　いくつかの設計では、スペーシング・ワイヤも存在してよい。係合用要素は、スペーシ
ング・ワイヤに固定可能である。スペーシング・ワイヤは接続ワイヤよりも剛性が高くて
よく、したがって、曲がったり、たるんだりしない。したがって、スペーシング・ワイヤ
は、係合用要素間で固定されたスペースまたは距離を維持する。
【００６１】
　接続ワイヤおよび／またはスペーシング・ワイヤは、丸いもしくは平坦なワイヤ、ケー
ブルの形をとる、またはブレード構造を有することができる。接続ワイヤは、いくつかの
実施形態では、可撓性であるが伸張抵抗性である。接続ワイヤのための金属材料のいくつ
かの非限定的な例は、ニッケル、チタン、ステンレス鋼、コバルト、クロム、およびニチ
ノール（ＮｉＴｉ）、チタン合金、またはコバルトクロム合金などの前述のものの任意の
合金を含んでよい。さらに、接続ワイヤであるという所望の性質を有する任意のポリマー
またはプラスチックが、その生産に使用可能である。ポリマーとしては、限定するもので
はないが、ポリイミド、ＰＥＥＫ（ポリエーテルエーテルケトン）、ナイロン、ＰＴＦＥ
（ポリテトラフルオロエチレン）、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）、ポリプロピ
レンなどがある。限定するものではないがＰＴＦＥ被覆ステンレス鋼またはＰＴＦＥ被覆
ＮｉＴｉを含むポリマー被覆金属も、接続ワイヤとして使用可能である。また、親水性コ
ーティングも適用可能である。
【００６２】
　特定の実施形態では、複数の接続ワイヤが存在することができる。そのような実施形態
のうちのいくつかでは、接続ワイヤは、デバイス内に存在する係合用要素のすべてと関連
付けられてもよいし、これらと接続してもよい。あるいは、接続ワイヤは、受け入れ用係
合用要素および捕捉用係合用要素などの係合用要素のペア、と関連付けられてもよいし、
これらと接続してもよい。特定の実施形態では、単一デバイス内に存在する２つ、３つ、
４つ、５つ、６つ、またはそれ以上の接続ワイヤが存在することができる。いくつかの他
の実施形態では、デバイスは、７つ以上の接続ワイヤを有することができる。
【００６３】
　いくつかの実施形態では、デバイスは、最も近位に配置された係合用要素と関連付けら
れ、関連付けられた係合用要素の位置を制御することが可能であることができる近位端制
御要素を備えてよい。特定の実施形態では、近位端制御要素は、管区画またはワイヤの形
をとることができる。近位端制御要素は、係合用要素の最近位端の境界を設定することが
できる。特定の実施形態では、近位端制御要素は、近位端制御要素の動きを制御可能なハ
ンドルに動作可能に連結されてよい。
【００６４】
　デバイスが複数の係合用要素を備えるいくつかの実施形態では、デバイスは、デバイス
の近位係合用要素と関連付けられた（または、これに接続した）管区画をさらに備えてよ
い。いくつかの実施形態では、近位係合用要素以外の他の係合用要素が、接続ワイヤまた
はスペーシング・ワイヤのどちらか（その両方は、近位係合用要素と他の係合用要素との
間の所望のスペースを維持する助けとなり得る）を介して管と関連付け（または、これに
接続）可能である。いくつかの実施形態では、近位係合用要素は、その近位端コネクタを
介して管区画の遠位端のまわりに固定可能である。したがって、そのような実施形態では
、接続ワイヤまたはスペーシング・ワイヤに固定された近位係合用要素および他の要素の
動きが、管区画によって制御される。
【００６５】
　代替実施形態では、デバイスは、複数の係合用要素を備えてよく、デバイスの１つまた
は複数の係合用要素と関連付けられた（または、これに接続した）制御ワイヤも備えてよ
い。いくつかの実施形態では、制御ワイヤは、デバイスの近位係合用要素と関連付けられ
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てよい。制御ワイヤと近位係合用要素との間の関連付け（または接続）は、係合用要素が
制御ワイヤのある位置に固定される固定または接合を含んでよい。したがって、近位係合
用要素の動きは、制御ワイヤを押すまたは引っ張ることによって制御される。
【００６６】
　複数の係合用要素が制御ワイヤと関連付けられている特定の実施形態では、関連付けら
れた係合用要素の各々は、制御ワイヤ上のそのそれぞれの位置に固定可能である。複数の
係合用要素（受け入れ用要素）が制御ワイヤと関連付けられているいくつかの実施形態で
は、関連付けられた係合用要素のいくつか（すべてではない）は、係合用要素コネクタ管
を介して制御ワイヤまたはスペーシング・ワイヤ上のそれぞれの位置に固定される。これ
らの係合用要素は、受け入れ用要素と捕捉要素との間のスペースを変更するために中心ワ
イヤに沿って動くことができる。
【００６７】
　いくつかの実施形態では、制御ワイヤは、オペレータ（たとえば、開業医）がハンドル
を介して制御ワイヤを制御（または起動）する、たとえば制御ワイヤを押すまたは引っ張
ることができるように、デバイスの近位端でハンドルに動作可能に連結または接続される
。制御ワイヤの動きを制御するこの制御動作は、制御ワイヤおよびスペーシング・ワイヤ
と関連付けられた係合用要素の運動の制御が可能になる。
【００６８】
　制御ワイヤは、ワイヤ、ケーブル、ブレード、または管の形をとることができる。接続
ワイヤのための金属材料のいくつかの非限定的な例は、ニッケル、チタン、ステンレス鋼
、コバルト、クロム、およびニチノール（ＮｉＴｉ）、チタン合金、またはコバルトクロ
ム合金などの前述のものの任意の合金を含んでよい。さらに、制御ワイヤであるという所
望の性質を有する任意のポリマーまたはプラスチックが、その生産に使用可能である。ポ
リマーとしては、限定するものではないが、ポリイミド、ＰＥＥＫ（ポリエーテルエーテ
ルケトン）、ナイロン、ＰＴＦＥ（ポリテトラフルオロエチレン）、ＰＥＴ（ポリエチレ
ンテレフタレート）、ポリプロピレンなどがある。限定するものではないがＰＴＦＥ被覆
ステンレス鋼またはＰＴＦＥ被覆ＮｉＴｉを含むポリマー被覆金属も、制御ワイヤとして
使用可能である。また、親水性コーティングも適用可能である。
【００６９】
　いくつかの実施形態では、個々の係合用要素は、制御ワイヤ、接続ワイヤ、スペーシン
グ・ワイヤ、および中心ワイヤからなる群から選択されるワイヤのうちの１つまたは複数
と関連付け（または、これに接続）可能である。さらに、個々の係合用要素がワイヤのう
ちの少なくとも２つと関連付けられる（または、これに接続される）とき、係合用要素は
、他の関連付けられた／接続されたワイヤに沿って移動可能でありながら、関連付けられ
た／接続されたワイヤのうちの少なくとも１つに対してある位置に固定可能である。した
がって、たとえば、係合用要素は、制御ワイヤまたはスペーシング・ワイヤと関連付けら
れるか、または、制御ワイヤまたはスペーシング・ワイヤに固定される場合、係合用要素
は依然として他のワイヤ上で移動可能であることができる。
【００７０】
　個々の係合用要素が、１つまたは複数のワイヤ（たとえば、制御ワイヤ、接続ワイヤ、
スペーシング・ワイヤ、および中心ワイヤ）のうちの１つまたは複数を制御することによ
って、そのようなワイヤと関連付けられる（または、これに接続される）とき、個々の係
合用要素の位置が制御可能である。さらに、係合用要素間のスペースまたは距離も、それ
ぞれ関連付けられた／接続されたワイヤの制御を介して調整可能である。したがって、体
腔から閉塞を除去または治療するようにデバイスを用いて閉塞を係合し、これを含もうと
している間、オペレータは、単一の係合用要素または２つ以上の係合用要素を動作ユニッ
ト／ペアとして起動することができる。この複雑で微細な動作モードは、体腔を損傷する
リスクを最小にしながら、治療の効率を著しく向上させる。
【００７１】
　制御ワイヤ（または管区画）は、中心ワイヤから分離され、これに取り付けられず、し
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たがって、独立して動いてよい。いくつかの実施形態では、制御ワイヤまたは管区画と中
心ワイヤを制御するように構成された別個の近位ハンドルが存在する。これらのハンドル
は、コントローラとして作用することができる。これらのハンドルを動作させ、中心ワイ
ヤと制御ワイヤまたは管区画を制御することによって、デバイスの個々の係合用要素は、
所望のロケーションに位置決め可能であり、また、体腔からの閉塞の把持／捕捉／除去を
最大にするように、係合用要素のうちの２つ以上の間のスペース／距離が調整可能である
。あるいは、または制御ワイヤもしくは管区画、および中心ワイヤと組み合わせて、接続
ワイヤおよび／または特定の実施形態ではスペーシング・ワイヤは、２つ以上の係合用要
素の間のスペースまたは距離を制御することも可能である。たとえば、接続ワイヤは、中
心ワイヤおよび制御ワイヤとは別個であり、独立して動いてよい。したがって、接続ワイ
ヤは、１つまたは複数の係合用要素間のスペース／距離を短縮することを可能にしてよい
。中心ワイヤが近位に引っ張られるまたは制御ワイヤもしくは管区画が遠位に押されると
き、受け入れ用要素と捕捉用要素との間のスペースは、血塊をしっかり掴むまたは保持す
るように短縮されることができる。制御ワイヤまたは管区画を近位に引っ張り、中心ワイ
ヤを保持しながら、接続ワイヤに張力がかけられるまで、捕捉用要素と受け入れ用要素と
の間の距離が増加する。接続ワイヤに張力をかけることによって、要素が互いに重なるこ
となく、係合区画の構成要素がマイクロカテーテルへと引っ込められることが可能になる
。
【００７２】
　いくつかの実施形態では、デバイスは、閉塞を捕捉／しっかり掴んで、それを体腔から
除去するように４つ以上の係合用要素が一緒に動作する、２つ以上の係合ユニット／ペア
を備えてよい。特定の実施形態では、係合ユニット／ペアは、２つの係合用要素、すなわ
ち、１つは受け入れ用要素として機能し、もう１つは捕捉用要素として機能する係合用要
素を備えてよい。いくつかの実施形態では、係合ユニット／ペア内で、捕捉用要素は遠位
に配置可能であるが、受け入れ用要素は近位に配置可能である。捕捉用要素は、閉塞と係
合（たとえば、捕捉、または把持）可能であるように形成されてよい。捕捉用要素は、要
素本体のその近位端を用いて、またはそのワイヤ／ストラット構造によって、閉塞に接触
するストラットの任意の部品に沿って閉塞と直接係合することができる。あるいは、閉塞
は、体腔と捕捉用要素との間で摩擦係合することができる。依然としてあるいは、閉塞は
、捕捉用要素と受け入れ用要素との間で捕捉、しっかり掴む、または保持可能である。閉
塞の捕捉、係合、しっかり掴むこと、または保持のためのこれらの機構のすべては、閉塞
と係合して除去するように同時に働いてよく、たとえば、閉塞のある部分は、捕捉用要素
および体腔と（捕捉用要素と体腔の間で）摩擦係合してよく、閉塞の何らかの他の部分は
、受け入れ用要素と係合してよい。複数の係合用要素および体腔を使用する閉塞の捕捉ま
たは係合のさまざまなモードが存在することができ、そのような変形形態のいずれも、本
明細書で開示される方法およびデバイスの範囲内に包含される。
【００７３】
　特定の実施形態では、遠位係合用要素は、単独でまたは別の近位に配置された係合用要
素もしくは受け入れ用要素および／もしくは体腔と組み合わせて閉塞を捕捉できるように
、網を形成する複数のワイヤまたはストラットを備えてよい。より近位の係合用要素また
は受け入れ用要素は、そのワイヤまたはストラットを介して所望されるまたは必要な場合
は閉塞と直接係合することを可能とすることもできるが、より遠位の係合用要素または捕
捉用要素によって閉塞の係合を保証または強化するように機能することもできる。たとえ
ば、閉塞が比較的大きいまたは体腔に沿ってある距離延びる特定の場合では、複数の係合
用要素または複数の捕捉用要素および受け入れ用要素（および、多くの場合は、体腔との
摩擦係合とともに）は、血塊のより完全な係合を保証するために複数のロケーションで閉
塞と係合するように作用することができる。たとえば、図２Ｂおよび図９Ａ～図９Ｃに示
される非限定的で例示的な実施形態を参照されたい。あるいは、個々の係合（または動作
）ユニット／ペアは、別個の閉塞を除去するように別個に動作する。たとえば、図９Ｄ～
図９Ｆに示される非限定的で例示的な実施形態を参照されたい。また、あるいはまたは前
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述のモードのうちの少なくとも１つと組み合わせて、受け入れ用要素またはより近位の係
合用要素は、２つの隣接要素間で血塊を保持またはしっかり掴む捕捉用要素またはより遠
位の係合用要素により接近することができ、これは、閉塞のより完全またはより強力な捕
捉をもたらし得る。特定の実施形態では、近位係合用要素または受け入れ用要素は、より
遠位の係合用要素または捕捉用要素の近位部分に適合できるような形状であってよい。言
い換えれば、遠位係合用要素または捕捉用要素の近位部分は、より近位の係合用要素また
は受け入れ用要素の遠位部分に嵌合してよい。したがって、２つの要素間の閉塞の閉じ込
めは、治療手順中に、および管腔からのデバイスの除去中も、さらに確保可能である。
【００７４】
　いくつかの実施形態では、デバイスは、３つ以上の動作ユニット／ペアを備えることが
できる。したがって、特定の実施形態では、デバイスは、３つ、４つ、５つ、６つ、また
はそれ以上の動作ユニット／ペアを備えてよい。特定の実施形態では、遠位係合用要素ま
たはデバイスの遠位端は、体腔内の閉塞を完全には越えないことがある。むしろ、デバイ
スは、たとえば図９Ａ～図９Ｆに示されるように、閉塞の近位端の一部のみへと進み、閉
塞の一部のみと係合することがある。たとえば、封鎖（閉塞）がどれくらい長く管腔内で
延びているか、すなわち、閉塞の遠位端はどこかを可視化することが困難または不可能な
場合がある。これらの状況では、閉塞の一部のみによって、またはその中でデバイスを前
進させ、また、閉塞のその部分のみと係合するほうが安全であることがある。しかしなが
ら、いくつかの他の場合、デバイスが閉塞の遠位端を越えて前進されることが安全な操作
であり得ると判定されるとき、これがなされることがある。
【００７５】
　いくつかの実施形態では、個々の係合用要素の位置または動作ユニット／ペアの位置は
、中心ワイヤ、制御管／ワイヤ区画、接続ワイヤ、スペーシング・ワイヤ、および制御ワ
イヤからなる群から選択された少なくとも１つのものの動きを介して調整可能である。一
般に、デバイス内のすべての係合用要素は、中心ワイヤと関連付けられ（または、これに
接続され）てよい。いくつかの実施形態では、係合用要素のいくつかのみ（すべてではな
い）が、中心ワイヤ上のそれぞれの位置に固定されてよいが、いくつかの他の係合用要素
は、依然として、制御ワイヤに沿って移動可能であってよい。特定の実施形態では、デバ
イスの（異なる動作ユニット／ペアからの）すべての捕捉用要素は、中心ワイヤ内のそれ
ぞれの位置に固定されてよいが、すべての受け入れ用要素は中心ワイヤに沿って移動可能
であってよい。
【００７６】
　説明のために、本発明によるデバイスのいくつかの非限定的で例示的な例が、以下の図
で提供されている。本明細書では、説明のためにほんのわずかの例示的な適用例が説明さ
れているが、本明細書における開示に基づいて当業者には明らかであろう多数の異なる修
正および交代も、本発明の範囲に影響することなく行われることが可能である。したがっ
て、本出願に開示されている例だけでなく、そのような明らかな修正および交代もまた、
本発明の範囲に含まれるべきである。
【００７７】
　図１は、デバイスが複数の係合用要素を備えてよいデバイスの一実施形態を示す。いく
つかの実施形態では、デバイスは、３つ以上の係合用要素を備えてよい。いくつかの実施
形態では、デバイスは、中心ワイヤ（１０）と、管区画（２７）と、３つ以上の係合用要
素（６５、６７、９０）と、接続ワイヤ（１９０）とを備えてよい。この図は、遠位係合
用要素（９０）と近位係合用要素（６５）と２つの中央係合用要素（６７）とを含む４つ
の係合用要素を示す。この例では、最も遠位の係合用要素（９０）は捕捉用要素として機
能し、この近位にあるすべての係合用要素は、捕捉用要素および／または受け入れ用要素
として機能してよい。個々の係合用要素は、延長されたとき、長さに関して３～２５ｍｍ
で変化してよい。図１Ａは、その開放状態にあり、各隣接する係合用要素間のスペースは
完全に開放されており、スペースの長さは「ｄ」とマークされる。図１Ｂは、その閉鎖状
態にあり、閉塞または血塊を保持、しっかり掴む、または把持するために、各係合用要素
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間のスペースが（「ｄ」から「ｄ１」に）短縮される。
【００７８】
　いくつかの実施形態では、すべての複数の係合用要素（６５、６７、および９０）は、
中心ワイヤ（１０）と関連付けられる（または、これに接続される）。これらの係合用要
素のうち、遠位係合用要素（９０）の近位端は中心ワイヤ（１０）の遠位端（または先端
）に固定可能であるが、他の３つの係合用要素（６５および６７）は、中心ワイヤ上で自
由に摺動することができる。また、すべての複数の係合用要素は、接続ワイヤ（１９０）
と関連付け可能である。いくつかの実施形態では、可撓性接続ワイヤ（１９０）は、それ
らの間のあらかじめ設定されたまたは等しいスペースで、すべての係合用要素の近位端を
連結することができる。そのような実施形態では、係合用要素は、接続ワイヤ上のそれぞ
れの位置に固定され、特定の操作を用いて、その距離を維持する。さらに、いくつかの実
施形態では、近位係合用要素（６５）の近位端は、管区画（２７）の遠位端に固定可能で
ある。中心ワイヤは、管区画の内部で自由に摺動することができる。特定の実施形態では
、デバイスは、中心ワイヤを制御する（たとえば、これを押すまたは引っ張る）ことが可
能であるように、デバイスの近位端にハンドル（１１０）をさらに備えてもよいし、これ
に動作可能に連結されてもよい。
【００７９】
　図２は、体腔内の閉塞／血塊を除去または治療するために、図１に示される係合用要素
などの複数の係合用要素を備えるデバイスが使用される、方法の別の実施形態を示す。
【００８０】
　いくつかの実施形態では、デバイスは、マイクロカテーテル（３０）を通って血液血管
へと導入可能である。体腔内の閉塞部位に到達すると、およびマイクロカテーテル（３０
）を通してデバイスを押したとき、遠位係合用要素（９０）は、最初に、中心ワイヤ（１
０）を用いて前方に押されてよい。中心ワイヤ（１０）上で押圧力を継続することによっ
て、張力がかけられた状態で接続ワイヤ（１９０）が維持され、接続ワイヤに関連付けら
れた各係合用要素がマイクロカテーテル管腔に沿って前方に引っ張られることができる。
さらに、マイクロカテーテル（３０）を後退させながら前方への押圧力を継続することに
よって、オペレータが、デバイスを露出させ、係合用要素間の設定された距離を維持する
ことが可能になる。接続ワイヤ（１９０）は可撓性であり得るが、一般に伸張可能ではな
いので、それによって、係合用要素は、接続ワイヤ（１９０）がたるんでいるときには互
いに接近することができるが、接続ワイヤ（１９０）が張力をかけられているときに、あ
らかじめ設定された距離よりも長く分離されることを防止する。係合用要素は、マイクロ
カテーテル（３０）から露出されると、それらの間のあらかじめ設定された距離で位置決
めされる。
【００８１】
　マイクロカテーテル（３０）が露出されるとき、中心ワイヤ（１０）は、中心ワイヤ（
９０）の遠位端に固定された遠位係合用要素（９０）が安定化可能であるように、安定し
て保持され得る。マイクロカテーテルの内側管腔と係合用要素（６５および６７）の表面
との間の摩擦は、自由に摺動する係合用要素を後方に動かすことができる。しかしながら
、接続ワイヤ（１９０）は伸張可能ではないので、接続ワイヤ（１９０）は各要素間のあ
らかじめ設定されたスペースを保持する。マイクロカテーテル（３０）の露出後、係合用
要素は、自己展開してよい。オペレータは、後述するように、係合用要素間のスペースを
調整することができる。血塊と係合するまたはこれを保持するために、オペレータは、（
ｉ）管区画（２７）を安定して保持しながら、中心ワイヤ（１０）を後方に（近位に）引
っ張ることによって、（ｉｉ）中心ワイヤ（１０）を安定して保持しながら、管区画（２
７）を前方に（遠位に）押すことによって、または（ｉｉｉ）中心ワイヤ（１０）を後方
に（近位に）引っ張って、管区画（２７）を前方に（遠位に）押すことによって、係合用
要素間のスペースを短縮させてよい。この係合用要素の位置およびそれらの間のスペース
の調整によって、血塊の少なくとも一部が圧縮する／しっかり掴むことが可能であるまた
はスペース・ギャップ内に捕捉可能である。たとえば、図２Ｂ～図２Ｃを参照されたい。
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あるいは、または組み合わせて、閉塞は、体腔および１つまたは複数の係合用要素との摩
擦係合を介して不動にすることができる。閉塞は、係合用要素のワイヤまたはストラット
とも直接係合することができる。また、閉塞は、１つまたは複数の係合用要素と体腔との
間で不動にされ、捕捉可能である。また、たとえば、図２Ｂ～図２Ｃを参照されたい。い
くつかの実施形態では、閉塞の係合（捕捉）および閉じ込めは、複数のモードを伴ってよ
い。したがって、たとえば、閉塞の少なくとも一部は、１つまたは複数の係合用要素との
直接係合によって捕捉されてよく、閉塞の少なくともいくつかの他の部分も、２つ以上の
係合用要素のスペースの間に捕捉されてよい。また、あるいはまたは組み合わせて、閉塞
の何らかの部分は、体腔および係合用要素によって摩擦捕捉され、不動にされることが可
能である。
【００８２】
　いくつかの実施形態では、治療手順中、管区画（２７）を保持しながら、中心ワイヤを
近位に引っ張ることが可能である。次いで、遠位係合用要素が後方に動き、隣接する係合
用要素を用いて血塊をしっかり掴むまたは保持してよい。次いで、近位係合用要素および
／またはその隣接する係合用要素が、圧縮された血塊によって後方に（近位に）押され、
これによって、閉塞が圧縮され、しっかり掴まれることができる。オペレータは、閉塞が
デバイスによって安全にしっかり掴まれる／把持されるまで、係合用要素間の距離を短縮
することができる。閉塞を安全にしっかり掴む／把持するモードとしては、（１）閉塞が
、係合用要素間でしっかり掴まれ得るまたは保持され得る、（２）閉塞は、１つまたは複
数の係合用要素のワイヤまたはストラットと直接係合され得る、（３）閉塞は、体腔と係
合用要素のうちの１つまたは複数との間で摩擦して含み得る、および／または（４）閉塞
は、体腔と係合用要素間のスペースとの間で摩擦して含み得る、のうちの１つまたは複数
があり得る。
【００８３】
　閉塞が、デバイスによって安全に把持されるまたはしっかり掴まれると思われると、次
いで、デバイスが体腔から引っ張り出され得る。図１Ｂおよび図２Ｃに示されるようない
くつかの実施形態では、接続ワイヤ（１０）は、細く可撓性であってよく、したがって、
係合用要素間の距離が短縮されるとき、屈曲する、カールする、またはお辞儀をすること
ができる。
【００８４】
　図３は、デバイスが複数の係合用要素を備えてよいデバイスの別の実施形態を示す。い
くつかの実施形態では、デバイスが、検索手順中にマイクロカテーテル（３０）へと引っ
込められることが必要なとき、管区画（２７）は、後方に引っ張られることが可能である
。管区画に固定された近位係合用要素（６５）は、マイクロカテーテル（３０）へと引っ
張られることができる。接続ワイヤ（１９０）が張力をかけられた状態で維持されるとき
、接続ワイヤ（１９０）は、接続ワイヤに接続される係合用要素をマイクロカテーテルへ
と１つずつ引っ張り込む。この回収機構によって、接続ワイヤが、係合用要素間のあらか
じめ設定された距離まで延び、マイクロカテーテルへと引っ張り込むことができるように
、複数の係合用要素が互いの上に積み重なることを防止することが可能になる。積み重な
った係合用要素は、あまりにも大きい直径をもつのでマイクロカテーテルに嵌合しないこ
とがあり、また、積み重なった位置に引っ張り込まれたときに損傷されることもある。
【００８５】
　図４は、デバイスが複数の係合用要素を備えてよいデバイスのさらに別の実施形態を示
す。いくつかの実施形態では、デバイスは、遠位フィルタとしても機能し得る遠位係合用
要素（９０）をさらに備えてよい。特定の実施形態では、遠位係合用要素の遠位端（また
は先端）は、遠位コネクタ（１５０）によって閉鎖可能である。いくつかの実施形態では
、遠位係合用要素（９０）の外形は、他の係合用要素の外形よりもサイズ（長さおよび直
径）が大きくてよく、他の係合用要素よりも剛性が小さい。これによって、血管壁に対す
る遠位係合用要素の半径方向の力を最小にすることが可能になる。この遠位係合用要素、
特に遠位フィルタ形では、血塊細片が下流に流れることを防止することができる。治療手
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順中に血塊（または閉塞）が断片化して細片を生成する場合、この細片は、この遠位フィ
ルタ要素（９０）によって捕捉される（収集されるまたは含まれる）ことが可能である。
遠位係合用（フィルタ）要素の外形は大きく、好ましくは、回収パス内で血管の直径より
もやや大きいので、細片は、係合用要素と血管の壁との間で回避することが可能でなくて
もよい。この実施形態では、遠位係合用要素は、より近位の隣接する係合用要素を用いて
血塊をしっかり掴むまたは保持するように機能することもできる。
【００８６】
　さらに、特定の実施形態では、遠位係合用要素の近位端または遠位端が、中心ワイヤ（
１０）に固定可能である。また、他の係合用要素を連結する（関連付けるまたは接続する
）可撓性接続ワイヤ（１９０）を可能にすることができる。そのような実施形態のうちの
いくつかでは、係合用要素のすべてが、接続ワイヤ（１９０）上のそれぞれの位置に固定
され、それによって、各係合用要素の間のスペースを設定する。いくつかの実施形態では
、近位係合用要素（６５）は、管区画（２７）の遠位端のまわりに固定可能である。この
構成では、管区画（２７）が押されるまたは引っ張られるとき、近位係合用要素の位置も
調整可能である。接続ワイヤに張力がかけられるとき、中央係合用要素は、管区画によっ
て近位に引っ張られ、中心ワイヤによって遠位に押されることが可能である。
【００８７】
　いくつかの他の実施形態では、すべての係合用要素は、中心ワイヤ（１０）と関連付け
られる（または、これに接続される）。特定の実施形態では、いくつかの（すべてではな
い）係合用要素のみが中心ワイヤに固定されるが、いくつかの他の係合用要素は、中心ワ
イヤ上で自由に動くことができる。したがって、たとえば、図４の遠位係合用要素（９０
）は、中心ワイヤのある位置に固定可能であるが、近位係合用要素（６５）および中央／
中間係合用要素（６７）は、中心ワイヤ上で自由に摺動することができる。この構成では
、遠位係合用要素は、オペレータによってハンドル（１１０）を介して中心ワイヤを押す
または引っ張るとさらに制御することができ、これによって、デバイスの最も遠位の範囲
が位置決め可能である。遠位係合用要素が位置決めされると、オペレータは、管区画（２
７）の制御を介して接続ワイヤ（１９０）を制御することによって、他の係合用要素の位
置および係合用要素間の距離／スペースをさらに調整することができる。
【００８８】
　図５Ａ～図５Ｄは、本発明のいくつかの実施形態による詳細な構造、特にデバイスのコ
ネクタを示す。図５Ｂは、近位係合用要素が、外側コネクタ管（４３）および内側押し管
（２１）からなるコネクタ（４１）によって管区画の遠位端に固定されることを示す。接
続ワイヤ（１９０）および近位係合用要素（４０）の脚は、接合媒体（４２）を用いて管
の２つの部分の壁の間に固定／結び付けられる。同様に、図５Ｃは中央係合用要素コネク
タ（４４）を示す。接続ワイヤ（１９０）および中央係合用要素（４０）の脚は、接合媒
体（４２）を用いて２つのコネクタ管部分の壁の間に固定／結び付けられる。図５Ｄは、
遠位コネクタ（８０）が、接合媒体（４２）で満たされた短い外側コネクタ管（４３）を
用いて、中心ワイヤ（１０）の遠位先端、接続ワイヤ（１９０）、および遠位係合用要素
（９０）の脚（４０）を接合することを示す。中心ワイヤ（１０）は、内側コネクタ（２
１および４５）の中空スペースを通過し、近位係合用要素および中央係合用要素（６５、
６７）が中心ワイヤ上で自由に摺動することを可能にする。
【００８９】
　図６は、本発明のいくつかの実施形態による管区画の非限定的な例示的な構造を示す。
この管区画は、３つの主要な構成要素、すなわち、内側遠位押し管（２１）、外側遠位押
し管（２３）、および近位押し管（２５）を備えてよいまたはこれらからなってよい。す
べてが、接合媒体（４２）によって結び付けられる／接続される。この図は、中心ワイヤ
の近位端が接合媒体（４２）によってハンドル（１１０）に接合されることも示す。遠位
押し管（２１、２３）は、一般に、デバイスが血管の蛇行セグメントを通過できるように
可撓性である。近位押し管（２５）は、デバイスがマイクロカテーテルを押されて通過で
きることを保証するために剛性である。
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【００９０】
　図７Ａ～図７Ｃは、デバイスが複数の係合用要素を備えてよいデバイスのさらに別の実
施形態を示す。いくつかの実施形態では、デバイスは、中心ワイヤ（１０）と、制御ワイ
ヤ（１００）と、複数の自己展開可能な係合用要素とを備えてよく、これらの各々は、長
手方向に約２から約２５ｍｍの長さまたはこれよりも長いことができる。互いと同一であ
ってもよいし、類似であってもよいし、異なってもよい、展開されたときの個々の係合用
要素の長さは、約１ｍｍ、約２ｍｍ、約４ｍｍ、約５ｍｍ、約６ｍｍ、約７ｍｍ、約８ｍ
ｍ、約９ｍｍ、約１１ｍｍ、約１２ｍｍ、約１３ｍｍ、約１４ｍｍ、約１５ｍｍ、約１６
ｍｍ、約１７ｍｍ、約１８ｍｍ、約１９ｍｍ、約２０ｍｍ、２１ｍｍ、２２ｍｍ、２３ｍ
ｍ、２４ｍｍ、および２５ｍｍとすることができる。いくつかの実施形態では、互いと同
一であってもよいし、類似であってもよいし、異なってもよい、展開されたときの個々の
係合用要素の長さは、約２５ｍｍ以上とすることができる。
【００９１】
　遠位係合用要素（９０）の近位端は、中心ワイヤ（１０）の遠位端のまわりに固定可能
であり、接続の構造は、図５Ｄですでに示されている構造と同じである。近位係合用要素
（６５）の近位端および接続ワイヤ（１９０）は、図７Ｂに示されるように、外側接続管
（４３）と内側接続管（４５）と接合媒体（４２）からなる近位端コネクタ（４１）によ
って、制御ワイヤ（１００）の遠位端のまわりに固定可能である。中央／係合用要素は、
図７Ｃに示されるコネクタ４４を介して接続ワイヤ（１９０）に固定され、接続の構造は
、図５Ｃと同じであり、先に図５Ｃですでに説明されている。近位コネクタ（４１）およ
び中央コネクタ（４４）は、中心ワイヤ（１０）上で自由に摺動することができる。いく
つかの実施形態では、細い可撓性接続ワイヤ（１９０）は、各隣接する要素間のあらかじ
め設定されたまたは等しいスペース／距離で、すべての係合用要素の近位端を連結する。
特定の実施形態では、制御ワイヤの遠位セグメントは、薄く、可撓性のより高いセクショ
ンへと徐々にテーパが付けられ、接続ワイヤとして働くことができる。そのような場合、
近位係合用要素の近位端は、図７Ｃに示されるように、薄いセクションが始まる制御ワイ
ヤに直接接合可能である（すなわち、接続ワイヤ１９０は、制御ワイヤ１００の１つのセ
グメント／部分である）。制御ワイヤ（１００）は、デバイスの近位端に取り付けられた
ハンドル（１２０）を有してよい。中心ワイヤは、ハンドル・チューブ、および制御ワイ
ヤの先端のコネクタ、ならびに中央コネクタの内部で自由に摺動することができる。さら
に、デバイスは、中心ワイヤの動きを制御可能な別個のハンドル（１１０）を有すること
ができる。
【００９２】
　いくつかの実施形態では、すべての係合用要素は、接続ワイヤ（１００）上のそれぞれ
の位置に固定され、それによって、あらかじめ設定されたスペース／距離をそれらの間に
設定する。一方、すべての係合用要素は、中心ワイヤ（１０）と関連付け（または、これ
に接続）可能であるが、遠位係合用要素（９０）のみが中心ワイヤ（１０）に固定されて
もよく、他の係合用要素は、中心ワイヤに沿って自由に動くことが可能であってもよい。
そのような実施形態のうちのいくつかでは、中心ワイヤおよび制御ワイヤの一方または両
方を制御すると、各遠位係合用要素および近位係合用要素の位置ならびにそれらの間のス
ペースは、閉塞／血塊を安全にしっかり掴むまたは把持するために調整可能である。
【００９３】
　図８Ａ～図８Ｆは、デバイスが複数の係合用要素を備えてよいデバイスのさらに別の実
施形態を示す。いくつかの実施形態では、デバイスは、そのうちのいくつかが係合用（ま
たは動作）ユニット／ペアを形成してよい複数の係合用要素を備えてよい。受け入れ用要
素はスペーシング・ワイヤ（１９１）と接続され、スペーシング・ワイヤ（１９１）は、
先に説明した接続ワイヤ（１９０）よりも剛性であってよい。スペーシング・ワイヤは、
可撓性でないまたは柔らかくないため、圧縮下で折りたたむ／曲がることができず、した
がって細長いままである。図８Ａは、受け入れ用係合用要素と捕捉用係合用要素の間の距
離が完全に開いていることを示し、図８Ｂは、そのスペースが短縮されていることを示す
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。図８Ｄ、図８Ｅ、図８Ｆはそれぞれ、近位受け入れ用係合用要素コネクタ（４１）、中
央捕捉用係合用要素コネクタ（４４）、および遠位捕捉用係合用要素コネクタ（８０）の
詳細な構造を示す。いくつかの実施形態では、デバイスは、中心ワイヤ（１０）と、管区
画（２７）と、複数の動作ユニット／ペアとを備えてよい。いくつかの実施形態では、デ
バイスは、血塊をしっかり掴む自己展開可能な係合用要素の２つ以上のペアを備えてよい
（６８と６９とを備える各ペアは、１つの動作ユニット／ペアと考えられる）。各動作ユ
ニット／ペアでは、少なくとも１つが受け入れ用要素（たとえば、近位受け入れ用要素お
よび中央受け入れ用要素（６８））であり、少なくとも別の係合用要素が捕捉用要素（た
とえば、中央捕捉用要素および遠位捕捉用要素（６９））である、少なくとも２つ以上の
係合用要素が存在することができる。
【００９４】
　特定の実施形態では、捕捉用要素は、閉塞と直接係合可能な複数のワイヤまたはストラ
ットを備えてよい。あるいは、または組み合わせて、捕捉用要素は、体腔との摩擦係合を
介して、および／または捕捉用要素と他の係合用（受け入れ用または捕捉用）要素との間
のスペース内で、閉塞をしっかり掴むまたは把持することができる。捕捉用要素は、少な
くともいくつかの実施形態では、その近位端に閉鎖端を有する。捕捉用要素の開放端は、
デバイスの遠位側または近位側のどちらかに面することができる。いくつかの実施形態で
は、（異なる動作ユニット／ペアからの）捕捉用要素のすべては、コネクタ（４７、８０
）を介して中心ワイヤ（１０）に固定可能であり、受け入れ用要素は、コネクタ（４１、
４４）を介してスペーシング・ワイヤ（１９１）に固定されるが、捕捉用要素は、スペー
シング・ワイヤに接続されないことがある。受け入れ用要素は、捕捉用要素の近位に配置
可能であり、その遠位にある捕捉用要素の形状に適合するように成形されてよい。したが
って、いくつかの実施形態では、捕捉用要素の近位部分は、その近位に配置された受け入
れ用要素の遠位部分内に嵌合することができる。
【００９５】
　特定の実施形態では、最も近位に配置された受け入れ用要素（６８）は、管区画（２７
）の遠位端に固定されてよい。さらに、すべての受け入れ用要素は、スペーシング・ワイ
ヤ（１９１）のそれぞれの位置にも固定可能である。したがって、スペーシング・ワイヤ
は、すべての受け入れ用要素（６８）を接続し、受け入れ用要素間の距離を保ってよい。
したがって、そのような構成では、管区画を制御することによって、スペーシング・ワイ
ヤとの関連付けによって設定されたあらかじめ設定された距離によりそれらの間の距離を
維持しながら、すべての受け入れ用要素の位置も制御可能である。
【００９６】
　いくつかの実施形態では、（異なる動作ユニット／ペアからの捕捉用要素のうちのいく
つかまたはすべては、中心ワイヤ（１０）に固定可能である。中心ワイヤは、管区画（２
７）の内部ならびに受け入れ用係合用要素のコネクタの内部で自由に摺動することができ
る。この構成では、すべての捕捉用要素の位置は、中心ワイヤの動きを介して制御可能で
ある。
【００９７】
　したがって、いくつかの実施形態では、係合用要素の位置は、中心ワイヤおよび／また
は管区画の動きによって制御可能である。たとえば、受け入れ用要素と捕捉用要素との間
のスペースは、管区画内で中心ワイヤを摺動させることによって制御可能である。あるい
はまたは組み合わせて、管区画の押圧または引っ張りは、受け入れ用要素と捕捉用要素と
の距離を延長または短縮することももたらすことができる。
【００９８】
　図９は、図８に示されるデバイスが、１つまたは複数の閉塞を治療するまたは体腔から
除去するために使用される、本発明による方法のさらに別の非限定的な実施形態を示す。
【００９９】
　いくつかの実施形態では、デバイスは、中心ワイヤ（１０）および管区画（２７）を押
すことによって、マイクロカテーテル（３０）を通して導入され得る。図９Ａおよび図９
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Ｄを参照されたい。スペーシング・ワイヤ（１９１）は、受け入れ用要素（６８）間のス
ペースを維持することができる。捕捉用要素（６９）はすべて、中心ワイヤ（１０）に固
定可能である。露出すると（図９Ｂおよび図９Ｅを参照されたい）、係合用要素は、動作
ユニット／ペア間の距離を、および個々の係合用要素間の距離も増加させることを、展開
および短縮し得る。係合用要素間ならびに異なる動作ユニット／ペア間の距離によって、
閉塞（血塊）がスペース・ギャップに入り込むことが可能になる。管区画（２７）を安定
して保持し、中心ワイヤを近位に引っ張りながら（図９Ｃおよび図９Ｆを参照されたい）
、捕捉用要素（６９）が後方に動かされる。捕捉用要素と受け入れ用要素との間のスペー
スがすべて短縮され、係合用要素間のスペースに入り込んだ閉塞の一部が、しっかり掴ま
れる／把持されるまたは保持される。次いで、デバイスを、体腔（たとえば、血液血管）
から引っ張り出すことができる。
【０１００】
　たとえば図９Ａ～図９Ｃに示される特定の実施形態では、閉塞の比較的大きいまたは長
い長さが、複数の動作ユニット／ペアを備えるデバイスによって治療または除去可能であ
る。そのような場合のうちのいくつかでは、複数の動作ユニット／ペアは、閉塞をしっか
り掴むおよび把持することを協働的に必要とすることができる。あるいはまたは組み合わ
せて、複数の閉塞は、図９Ｄ～図９Ｆに示されるように、別個の動作ユニット／ペアによ
って個々に治療または除去可能である。本出願の別の場所ですでに説明したように、デバ
イスによって閉塞をしっかり掴むまたは把持する（係合する、捕捉する、または含む）機
構は、たとえば、さまざまであってよく、（１）閉塞が、係合用要素間のスペース内で捕
捉され得る、（２）閉塞は、１つまたは複数の係合用要素のワイヤまたはストラットと直
接係合され得る、（３）閉塞は、体腔と係合用要素のうちの１つまたは複数との間で摩擦
して含み得る、および（４）閉塞は、体腔と係合用要素間のスペースとの間で摩擦して含
み得る。
【０１０１】
　図１０は、デバイスが複数の係合用要素を備えてよいデバイスのさらに別の実施形態を
示す。いくつかの実施形態では、デバイスが、回収手順中にマイクロカテーテル（３０）
へと引っ込められることを必要とするとき、管区画（２７）は、後方に引っ張ることが可
能であり、受け入れ用要素と捕捉用要素とのスペースが増加して、それらのスペースが互
いの上に重なることを防止することを可能にする。したがって、すべての係合用要素は、
マイクロカテーテルへと引っ張り込むことが可能である。
【０１０２】
　図１１Ａおよび図１１Ｂは、デバイスが複数の係合用要素を備えてよいデバイスのさら
に別の実施形態を示す。デバイスの代替設計として、複数の動作ユニット／ペアに加えて
、デバイスは、デバイスの遠位端に追加要素（９０）をさらに備えてよい。この追加要素
は、遠位フィルタとして機能してよい。特定の実施形態では、遠位フィルタ要素の遠位端
は、血塊細片をより効率的に捕捉するように遠位コネクタ（１５０）によって閉鎖可能で
ある。いくつかの実施形態では、サイズおよび直径に関する遠位フィルタ要素（９０）の
外形は、他の係合用要素の外形よりも大きくすることができ、他の係合用要素よりも剛性
が小さい。これによって、血管壁に対する遠位フィルタ要素の半径方向の力を最小にする
ことが可能になる。この最も遠位の係合用要素（９０）は、血塊または閉塞をしっかり掴
む／把持し、血塊細片を捕捉またはフィルタリングするために作用する、ように働くこと
ができる。したがって、血塊（または閉塞）が回収手順中に破損し、複数の細片を生成し
た場合、その細片は、この遠位フィルタ要素内に捕捉する（収集するまたは含める）こと
が可能である。遠位係合用（フィルタ）要素の外形は大きく、好ましくは、血管の直径よ
りも大きいので、細片は、係合用要素と血管の壁との間で回避することが可能でなくても
よい。図１１では、いくつかの実施形態において、「＊＊」は、捕捉用要素（６９）が中
心ワイヤ（１０）に固定され得る場合を表し、「＊」は、受け入れ用要素（６８）がスペ
ーシング・ワイヤ（１９１）に固定され得る場合を表す。
【０１０３】
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　図１２は、デバイスが複数の係合用要素を備えてよいデバイスのさらに別の実施形態を
示す。いくつかの実施形態では、デバイスは、中心ワイヤ（１０）と、制御ワイヤ（１０
０）と、複数の動作ユニット／ペアとを備えてよく、たとえば、各ユニット／ペアは、血
塊係合要素の２つまたはそれ以上のペアを備える。係合動作ユニット／ペアの各々におい
て、少なくとも１つの受け入れ用要素および１つの捕捉用要素が存在してよく、一般に、
受け入れ用要素は、捕捉用要素の近位に配置されてよい。いくつかの実施形態では、（近
位および中間）受け入れ用要素（６８）のうちのいくつかまたはすべては、制御ワイヤ（
１００）に固定されてよい。いくつかの他の実施形態では、（遠位および中央）捕捉用要
素（６９）は、コネクタ（４７、８０）を介して中心ワイヤ（１０）に固定可能である。
特定の実施形態では、近位および中央受け入れ用要素（６８）は、中心ワイヤ（１０）と
関連付けられる（または、これに接続される）が、中心ワイヤ上で自由に摺動することが
できる。
【０１０４】
　特定の実施形態では、制御ワイヤ（１００）は、制御ワイヤの近位端に取り付けられた
ハンドル（１２０、たとえば、一種のチューブ）を有してよく、中心ワイヤは、ハンドル
・チューブ腔の内部で自由に摺動することができる。さらに、中心ワイヤ（１０）は、ハ
ンドル（１１０）にも動作可能に連結されてよい。したがって、制御ワイヤおよび中心ワ
イヤの一方または両方を制御することによって、係合要素間のスペースが、デバイスによ
る閉塞の係合および閉じ込めを最大にするように調整可能である。
【０１０５】
　図１２Ａおよび図１２Ｂは、係合要素間の距離の調整を示す。たとえば、図１２Ｂの実
施形態では、制御ワイヤ・ハンドルを保持し、中心ワイヤ（１０）を近位に引っ張りなが
ら、捕捉用要素（６９）が後方に動き、受け入れ用要素間の距離を短縮する。中心ワイヤ
を後ろに（すなわち、近位に）引っ張るとき、捕捉用要素と受け入れ用要素との距離は短
縮され、さまざまな地点で血塊をしっかり掴むまたは把持する。図から明らかなように、
たとえば反対に、制御ワイヤを遠位に押すことによって、受け入れ用要素は前方に（遠位
に）動き、それによって、係合用要素間の距離が短縮される。したがって、中心ワイヤ（
１０）および／または制御ワイヤ（１００）の動きを制御することによって、捕捉用要素
と受け入れ用要素の両方の位置を調整し、それによって、係合用要素間のスペースを増加
または短縮することができる。
【０１０６】
　図１２Ｃ～図１２Ｅは、係合用要素、特に受け入れ用要素が中心ワイヤに沿って動くが
制御ワイヤに固定されるように構成される、（４１）および（４４）などのコネクタの特
定の非限定的な実施形態を示す。特定の実施形態では、短い外側コネクタ管（４３）およ
び短い内側接続管（４５）、ならびに接合媒体（４２）は、制御ワイヤ（１００）、遠位
受け入れ用要素（４０）の脚を接合するために使用可能である。中心ワイヤは、内側コネ
クタ・チューブ（４５）の内部で自由に摺動することができる。すべての捕捉用要素は、
コネクタ（４７、８０）を介して中心ワイヤに固定される。
【０１０７】
　制御ワイヤおよびスペーシング・ワイヤは同じワイヤからであってよく、そのワイヤは
、遠位セグメントでは下方にテーパが付けられてよく、係合区画の十分な可撓性を保証す
るためにスペーシング・ワイヤとして働き得る。したがって、いくつかの実施形態では、
図１２Ｅに示されるように、制御ワイヤ（１００）は、デバイスの遠位部分内ではスペー
シング・ワイヤ（１９０）として機能する。
【０１０８】
　図１３Ａ～図１３Ｆは、デバイスが複数の動作ユニット／ペアを備えてよいデバイスの
さらなる代替実施形態を示す。いくつかの実施形態では、すべての受け入れ用要素（６８
）は中心ワイヤ（１０）上で自由摺動であり、すべての捕捉用要素（６９）は、コネクタ
（４７、８０）を介して中心ワイヤに固定され、掴み用ユニット／ペアの複数のペアを形
成する。係合用動作ユニット／ペアの各々において、少なくとも１つの受け入れ用要素お
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よび１つの捕捉用要素が存在してよく、一般に、受け入れ用要素は、捕捉用要素の近位に
配置されてよい。いくつかの実施形態では、比較的厚いまたはより堅固なスペーシング・
ワイヤ（１９１）は、すべての受け入れ用要素（６８）の間のスペースを維持するために
、それらを接続してよい。捕捉用要素（６９）および受け入れ用要素（６８）の各ユニッ
ト／ペアは、接続ワイヤ（１９０）に接続可能である。すべての受け入れ用要素は、中心
ワイヤ（１０）上で自由に摺動することができる。図１３Ｄに示すように、近位コネクタ
（４１）は、接合媒体（４２）で満たされた外側接続チューブと内側接続チューブとの間
に、スペーシング・ワイヤ（１９１）、接続ワイヤ（１９０）、および近位係合用要素の
脚（４０）を接続する。図１３Ｅは、受け入れ用係合用要素コネクタ（４４）の詳細な構
造を示す。受け入れ用係合用要素コネクタ（４４）は、接合媒体（４２）で満たされた外
側接続チューブ（４３）と内側接続チューブ（４５）との間に、接続ワイヤ（１９０）と
受け入れ用係合用要素の脚（４０）を接続する。図１３Ｆは、接合媒体（４２）で満たさ
れた外側コネクタチューブ（４３）と内側接続チューブ（４５）との間に、スペーシング
・ワイヤ（１９１）、接続ワイヤ（１９０）、および受け入れ用係合用要素の脚を接続す
るコネクタ（４４）の類似の構造を示す。中心ワイヤは、内側コネクタ（４５）の内部で
自由に摺動することができる。そのような実施形態では、捕捉用要素（６９）は、コネク
タ（４７および８０）ならびに接続ワイヤ（１９０）を介して中心ワイヤに固定され得る
。すべての受け入れ用要素は、コネクタ（４１および４４）を介してスペーシング・ワイ
ヤに固定される。
【０１０９】
　さらに、接続ワイヤ（１９１）は、特にマイクロカテーテル（３０）を通してデバイス
を導入するとき、ペアにされた係合用要素間のあらかじめ設定されたスペースを維持する
ために、同じ係合用／動作ユニット／ペアの捕捉用要素と受け入れ用要素の各ペアを連結
する。露出し、中心ワイヤを後方に引っ張った後、受け入れ用要素と捕捉用要素との距離
が減少可能であり、閉塞（血塊）が、係合用要素間でしっかり掴まれ、把持され、または
保持されることが可能である。デバイスをマイクロカテーテルへと引っ張り戻すとき、接
続ワイヤ（１９０）は曲がる。各ペアの要素が重なることがあるが、捕捉用要素ならびに
受け入れ用要素の遠位端の外形またはストラットは小さくなるように設計可能である。し
たがって、２つの係合用要素が積み重なる場合、これらの要素は、依然としてマイクロカ
テーテルの直径よりも小さい。したがって、デバイスは、マイクロカテーテルへと回収可
能である。特定の実施形態では、マイクロカテーテルは、中心ワイヤおよび捕捉用要素を
引っ張ることによって閉塞（血塊）を捕捉するとき、すべての受け入れ用要素のストッパ
として働くことができる。この設計の利点は、デバイスの近位端に１つのハンドルのみが
存在することである。オペレータは、血塊をしっかり掴むように受け入れ用要素と捕捉用
要素との間のスペースを縮小するために、中心ワイヤを引っ張ることのみを必要とする。
係合用要素の位置は自己調整され、血塊が係合および保持される。
【０１１０】
　図１４Ａ～図１４Ｅは、係合用要素の非限定的な構造を示す。あるいは、係合は、限定
するものではないが、円錐（図１４Ａ）、球（図１４Ｄ）、楕円（図１４Ｄ）、パラシュ
ート（図１４Ｅ）、円筒（図１４Ｃ）、または上記の構造の任意の組合せ（たとえば、図
１４Ｂに示すような）の形／形状をとることができる。円筒形はまた、遠位端または近位
端のどちらかで閉鎖されてもよいし、開いていてもよい。
【０１１１】
　図１５Ａ～図１５Ｂは、係合用要素を形成し得る構造の代替の非限定的な例示的な実施
形態を示す。係合用要素は、近位脚（４０）と、実際の係合用要素ストラット（５０）と
を有してよい。本発明のいくつかの実施形態によるデバイスは、当技術分野で知られてい
るさまざまな技法によって製造可能である。たとえば、係合用要素／ストラットは、レー
ザ切断プロセスまたはフォト・エッチング・プロセスによって、薄いシートから製作可能
である。あるいは、係合用要素は、レーザ切断によって１個のハイポチューブ材料からも
製作可能である。図１５に示されるストラットまたはレーザ切断されたハイポチューブは
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、係合用要素の所望の形状およびサイズへとヒート・セットされ、さらに化学的に研磨さ
れ、または電解研磨され得る。構成要素は、この論説で説明した回収デバイスに組み立て
可能である。
【０１１２】
　図１６Ａは、互いに向かって順次折りたたまれるように構成された複数の係合用要素を
含む例となるデバイスを示す。いくつかの実施形態では、係合用要素は、互いに向かって
同時に折りたたまれることができる。図１６Ａ～図１６Ｅにおけるデバイスは、上記で説
明したデバイスの特徴のいずれかを有することができる。別段に規定されない限り、図１
６Ｂ～図１６Ｅにおけるデバイスは、図１６Ａのデバイスの特徴のいずれか、たとえば係
合用要素接続構造内で異なるもののみを有することができる。いくつかの実施形態では、
デバイスは、遠位係合用要素（１６９０）、近位係合用要素（１６６５）、および遠位係
合用要素（１６９０）と近位係合用要素（１６６５）との間の中間係合用要素または「中
央」係合用要素（１６６７）などの、３つ以上の係合用要素を含むことができる。いくつ
かの実施形態では、デバイスは、２つ以上の中央係合用要素を有することなどによって、
４つ以上の係合用要素を含むことができる。いくつかの実施形態では、デバイスは、中心
ワイヤ（１６１０）と、外側押し管（１６２３）によって画定された管区画（１６２７）
と、接続ワイヤ（１６１９）とを含むことができる。中心ワイヤ（１６１０）は、管区画
（１６２７）の内部で外側押し管（１６２３）に対して自由に摺動することができる。い
くつかの実施形態では、デバイスは、ハンドル（図１Ａ～図１Ｂにおけるハンドル（１１
０）など）への動作可能なリンクをデバイスの近位端に含むことができる。ハンドルは、
中心ワイヤ（１６１０）を制御する（たとえば、押すまたは引っ張る）ことができる。
【０１１３】
　いくつかの実施形態では、１つまたは複数の係合用要素（１６６５、１６６７、１６９
０）は、中心ワイヤ（１６１０）と関連付け（または、これに接続）可能である。図１６
Ａに示されるように、遠位係合用要素（１６９０）は、中心ワイヤ（１６１０）に固定的
に結合可能であり、中央係合用要素（１６６７）および近位係合用要素（１６６５）は、
中心ワイヤ（１６１０）に対して自由に摺動することができる。１つまたは複数の係合用
要素（１６６５、１６６７、１６９０）はまた、接続ワイヤ（１６１９）と接続可能であ
る。たとえば、図１６Ａに示されるように、接続ワイヤ（１６１９）は、所定の距離にお
いて第１の状態ですべての係合用要素（１６６５、１６６７、１６９０）の近位端を連結
することができる。いくつかの実施形態では、係合用要素（１６６５、１６６７、１６９
０）は、第１の状態で、それらの間に等しいスペースを伴って、あらかじめ設定可能であ
る。いくつかの実施形態では、係合用要素（１６６５、１６６７、１６９０）は、第１の
状態で、それらの間に異なる距離を伴って、あらかじめ設定可能である。図１６Ａに示さ
れるなどの、いくつかの実施形態では、デバイスは、概ね互いに直径方向に対向して配置
された２つの接続ワイヤ１６１９を含むことができる。
【０１１４】
　近位係合用要素（１６６５）は、近位係合用要素コネクタ（１６４１）によって外側押
し管（１６２３）の遠位端に固定可能である。近位係合用要素コネクタ（１６４１）は、
外側コネクタ管（１６４３）および／または内側押し管（１６２１）を含むことができる
。接続ワイヤ（１６１９）および近位係合用要素（１６６５）の脚（１６４０）は、たと
えば、接着剤、はんだ（１６４２）、摩擦、溶接などの接合用媒体を用いて、外側コネク
タ管（１６４３）の内壁と内側押し管（１６２１）の外壁の間に固定（結び付けられるな
ど）可能である。
【０１１５】
　中央係合用要素（１６６７）は、中央係合用要素コネクタ（１６４４）によって接続ワ
イヤ（１６１９）に結合（固定されるまたは結び付けられるなど）可能である。中央係合
用要素コネクタ（１６４４）は、外側コネクタ管（１６４３）および／または内側コネク
タ管（１６４５）を含むことができる。接続ワイヤ（１６１９）および近位係合用要素（
１６６７）の脚（１６４０）は、接着剤、はんだ（１６４２）、摩擦、溶接などの接合用
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媒体を用いるなどして、外側コネクタ管（１６４３）の内壁と内側コネクタ管（１６４５
）の外壁の間に固定（結び付けられるなど）可能である。中心ワイヤ（１６１０）は、内
側コネクタ（１６２１、１６４５）の中空スペースを通過する。したがって、近位係合用
要素（１６６５）および中央係合用要素（１６６７）は、接続ワイヤ（１６１９）ととも
に動くことができるが、中心ワイヤ（１６１０）に対して自由に摺動することができる。
【０１１６】
　遠位係合用要素（１６９０）の近位端は、遠位係合用要素コネクタ（１６８０）を介し
て中心ワイヤ（１６１０）の遠位端（または先端）に固定可能である。遠位係合用要素コ
ネクタ（１６８０）は、たとえば、接着剤、外側コネクタ管（１６４３）内に満たされた
はんだ（１６４２）、溶接、摩擦などの接合用媒体を介して、中心ワイヤ（１６１０）の
遠位端、接続ワイヤ（１６１９）の遠位先端、および遠位係合用要素（１６９０）の脚（
１６４０）を外側コネクタ管（１６４３）と接合する（固着する、結び付けるなど）こと
ができる。
【０１１７】
　遠位係合用要素（１６９０）は、捕捉用要素として機能することができ、遠位係合用要
素（１６９０）の近位にある係合用要素（１６６５、１６６７）は、捕捉用要素および／
または受け入れ用要素として機能することができる。個々の係合用要素は、延長構成であ
るとき、長さに関して約３ｍｍから約２５ｍｍまで変化してよい。図１６Ａは、その開放
状態にあるデバイスを示し、各隣接する係合用要素（１６６５、１６６７、１６９０）間
のスペースは完全に開放されており、接続ワイヤ（１６１９）は張力が加えられるまたは
実質的に張力が加えられる。接続ワイヤ（１６１９）は可撓性であってよい。デバイスは
、図１６Ｇに示されるデバイスと同様に、閉鎖状態を有することができ、閉鎖状態では、
閉塞または血塊を保持する、しっかり掴む、および／または把持するために各係合用要素
（１６６５、１６６７、１６９０）間のスペースが短縮され、接続ワイヤ（１６１９）は
曲げられるまたはたたまれる。
【０１１８】
　要素（１６６５、１６６７、１６９０）間の距離は、使用者が中心ワイヤ（１６１０）
を押して外側押し管（１６２３）を安定させることによって、延長または維持可能である
。血塊が近位係合用要素（１６６５）と遠位係合用要素（１６９０）（たとえば、遠位係
合用要素（１６９０）の近位端または遠位係合用要素（１６９０）の遠位端）との間にあ
る、ときなどにデバイスが所望のロケーションに前進させられると、係合用要素（１６６
５、１６６７、１６９０）間のスペースは、使用者が中心ワイヤ（１６１０）を近位に引
っ張るおよび／または外側押し管（１６２３）を遠位に押すことによって減少可能である
。操作によって、接続ワイヤ（１６１９）が折りたたまれ、それによって、係合用要素（
１６６５、１６６７、１６９０）を互いにより近づけて、それらの間に血塊を捕捉するこ
とができる。接続ワイヤ（１６１９）は、中心ワイヤ（１６１０）を引くおよび／または
外側押し管（１６２３）を押す（もしくは安定させる）ことによって軸方向に圧縮される
ように構成された１つまたは複数の細いワイヤを備えることができる。接続ワイヤ（１６
１９）としては、金属ワイヤ（ニチノール、ステンレスなど）、プラスチック・ワイヤな
どがあり得る。細い接続ワイヤは、約０．００５インチ（約０．１３ｍｍ）、約０．００
６インチ（約０．１５ｍｍ）、約０．００７インチ（約０．１８ｍｍ）、約０．００８イ
ンチ（約０．２０ｍｍ）、約０．００９インチ（約０．２３ｍｍ）、約０．０１インチ（
約０．２５ｍｍ）、約０．０１２インチ（約０．３０ｍｍ）、約０．０１４インチ（約０
．３６ｍｍ）、約０．０１６インチ（約０．４１ｍｍ）、約０．０１８インチ（約０．４
６ｍｍ）、または約０．０２インチ（約０．５１ｍｍ）などの、ほぼ約０．００５インチ
（約０．１３ｍｍ）から約０．０２インチ（約０．５１ｍｍ）までの外径範囲を有するこ
とができる。いくつかの実施形態では、接続ワイヤの外径は、その長さに沿って徐々にま
たは段階的に変化することができる。
【０１１９】
　接続ワイヤ（１６１９）が、ワイヤ（１６１９）の長さに沿って均一な剛性を有する場



(31) JP 2020-533153 A 2020.11.19

10

20

30

40

50

合、デバイスが、接続ワイヤ（１６１９）を折りたたむために作動されたとき、すべての
係合用要素（１６６５、１６６７、１６９０）は、同時に、または実質的に同時に、互い
により近づけられ得る。近位係合用要素（１６６５）と中央係合用要素（１６６７）との
間および中央係合用要素（１６６７）と遠位係合用要素（１６９０）との間の接続ワイヤ
（１６１９）の同時折りたたみは、血塊を失うことを招くことがある。たとえば、血塊が
最初に中央係合用要素（１６６７）と遠位係合用要素（１６９０）との間で係合されてい
ない場合、血塊は、血液血管内で後方に移動されないことがあり、遠位係合用要素および
中央係合用要素（１６６７、１６９０）が近位係合用要素（１６６５）に向かって近位に
および同時に引っ張られると、係合用要素（１６６５、１６６７、１６９０）が血塊を通
って摺動することがある。
【０１２０】
　いくつかの実施形態では、接続ワイヤ（１６１９）の剛性または軸方向圧縮力は、血塊
係合用要素（１６６５、１６６７、１６９０）が順次互いにより近づけられるように、そ
の長さに沿って異なることができる。たとえば、差動軸方向圧縮力は、使用者が最初に遠
位係合用要素（１６９０）と中央係合用要素（１６６７）を互いに近づけてから、その後
で中央係合用要素（１６６７）と近位係合用要素（１６６５）を互いに近づけることを可
能にすることができる。
【０１２１】
　図１６Ａでは、近位係合用要素（１６６５）から中央係合用要素（１６６７）までの接
続ワイヤ（１６１９）の剛性は、中央係合用要素（１６６７）から遠位係合用要素（１６
９０）までの接続ワイヤ（１６１９）の剛性よりも高くすることができる。剛性の差は、
たとえば、厚さ、それらの異なるセグメント内の接続ワイヤ（１６９０）の材料、当ては
まる場合には形状設定などによるものであることがある。図１６Ｆ（第２の状態にあるデ
バイス）および図１６Ｇ（第３の状態にあるデバイス）に示されるように、使用者が接続
ワイヤ（１６１０）を近位に引っ張るおよび／または外側押し管（１６２３）を遠位に押
すとき、中央係合用要素と遠位係合用要素（１６６７、１６９０）との間のギャップは、
中央係合用要素と近位係合用要素（１６６５、１６６７）との間のギャップが第３の状態
で閉鎖する前に、第２の状態で閉鎖可能である。接続ワイヤ（１６１９）のこの順次的な
折りたたみは、回収手順中の血塊のより良い捕捉を可能にすることができる。血塊は、最
初に中央係合用要素と遠位係合用要素（１６６７、１６９０）との間に係合され、次いで
引っ張られ、その後、中央係合用要素と近位係合用要素（１６６５、１６６７）との間で
さらに係合可能である。
【０１２２】
　いくつかの実施形態では、接続ワイヤ（１６１９）は、最初に中央係合用要素と近位係
合用要素（１６６５、１６６７）が互いにより近づけられてから、遠位係合用要素と中央
係合用要素（１６６７、１６９０）が互いにより近づけられるように、中央係合用要素と
近位係合用要素（１６６５、１６６７）との間よりも中央係合用要素と遠位係合用要素（
１６６７、１６９０）との間のほうが剛性を高くすることができる。
【０１２３】
　デバイスは、図２Ａ～図２Ｃに示されるなどの方法を使用して体腔内の閉塞または血塊
を除去するように配備可能である。血塊と係合するまたはこれを保持するために、オペレ
ータは、（ｉ）管区画（１６２７）を安定して保持しながら、中心ワイヤ（１６１０）を
後方に（近位に）引っ張ることによって、（ｉｉ）中心ワイヤ（１６１０）を安定して保
持しながら、管区画（１６２７）を前方に（遠位に）押すことによって、または（ｉｉｉ
）中心ワイヤ（１６１０）を後方に（近位に）引っ張って、管区画（１６２７）を前方に
（遠位に）押すことによって、係合用要素（１６６５、１６６７、１６９０）間のスペー
スまたはギャップを短縮させてよい。この係合用要素（１６６５、１６６７、１６９０）
の位置およびそれらの間のスペースの調整によって、図２Ｂ～図２Ｃに示されるなどのよ
うに、血塊の少なくとも一部を圧縮する／しっかり掴むことを可能にするまたはスペース
・ギャップ内に捕捉することを可能にすることができる。あるいは、または組み合わせて
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、閉塞は、体腔と１つまたは複数の係合用要素（１６６５、１６６７、１６９０）との摩
擦係合を介して不動にすることができる。閉塞は、係合用要素（１６６５、１６６７、１
６９０）のワイヤまたはストラットとも直接係合可能である。いくつかの実施形態では、
閉塞の係合（捕捉）および閉じ込めは、本明細書で開示される複数のモードを伴ってよい
。閉塞を安全にしっかり掴む／把持するモードとしては、（１）閉塞が、係合用要素間で
しっかり掴まれ得るまたは保持され得る、（２）閉塞は、１つまたは複数の係合用要素の
ワイヤまたはストラットと直接係合され得る、（３）閉塞は、体腔と係合用要素のうちの
１つまたは複数との間で摩擦して含み得る、および（４）閉塞は、体腔と係合用要素間の
スペースとの間で摩擦して含み得る、のうちの１つまたは複数があり得る。
【０１２４】
　いくつかの実施形態では、治療手順中に、遠位係合用要素（１６９０）は、最初に後方
に動くことが可能であり、中央係合用要素（１６６７）などの隣接する係合用要素を用い
て血塊をしっかり掴むまたは保持することができる。次いで、１つまたは複数の中央係合
用要素などの隣接する係合用要素が、同時にまたは順次、近位係合用要素（１６９０）に
向かって後方に（近位に）押されることが可能であり、次に、近位係合用要素（１６９０
）が、閉塞をさらに圧縮するおよび／またはしっかり掴むことができる。使用者は、閉塞
がデバイスによって安全にしっかり掴まれる／把持されるまで、係合用要素間の距離を短
縮することができる。閉塞が、デバイスによって安全に把持されたまたはしっかり掴まれ
たと思われると、次いで、デバイスが体腔から近位に引っ張り出され得る。
【０１２５】
　他のタイプの連結用構造または接続用構造が、係合用要素（１６６５、１６６７、１６
９０）を接続するために使用可能である。いくつかの実施形態では、係合用要素が、中心
ワイヤ（１６１０）を引っ張るおよび／または外側押し管（１６２３）を押すときに順次
互いに近づけられるように、連結用構造は、その長さに沿って異なる軸方向圧縮荷重を有
することができる。
【０１２６】
　図１６Ｂ～図１６Ｄに示されるように、連結用構造は、その長さに沿ってスリットを有
する管を備えることができる、またはこれから作製可能である。連結用構造として可撓性
ワイヤを組み込んだデバイスよりも高い堅固さを有することができる、連結用構造として
管を組み込んだデバイスは、有利には、中央係合用要素において内側コネクタ・チューブ
を省略し、それによって、デバイスを組み立てるための構成要素の数を減少させ得る。管
は、金属（ニチノール、ステンレス鋼など）、プラスチックなどを備えることができる、
またはこれらから作製可能である。管は、（たとえば、スリットを切断した後）チューブ
へと丸められたシートとして始まることができる。いくつかの実施形態では、スリットは
、レーザを使用して切断可能である。スリットのパターンは、垂直である、水平である、
斜めである、渦巻き形である、これらの組合せなど、異なることができる。図１６Ｂでは
、管（１６１８）は、管（１６２８）の長手方向軸および／または接続ワイヤ（１６１０
）と略平行な方向に方向づけられたスリット（１６２８）を備える。図１６Ｃでは、管（
１６１７）は、管（１６２８）の長手方向軸および／または接続ワイヤ（１６１０）に対
してある角度をなして方向づけられたスリット（１６２７）を備える。角度は、たとえば
、長手方向軸に対して約５°から約８５°の間（たとえば、約５°、約１０°、約１５°
、約２０°、約２５°、約３０°、約３５°、約４０°、約４５°、約５０°、約５５°
、約６０°、約６５°、約７０°、約７５°、約８０°、約８５°、およびそのような値
の間の範囲）とすることができる。図１６Ｄでは、管（１６１６）は、管（１６２８）の
長手方向軸に沿っておよび／または接続ワイヤ（１６１０）に対して、渦巻き形スリット
またはらせん形スリット（１６２６）を有することができる。渦巻き形スリットまたはら
せんスリットの角度は、たとえば、長手方向軸に対して約５°から約８５°の間（たとえ
ば、約５°、約１０°、約１５°、約２０°、約２５°、約３０°、約３５°、約４０°
、約４５°、約５０°、約５５°、約６０°、約６５°、約７０°、約７５°、約８０°
、約８５°、およびそのような値の間の範囲）とすることができる。
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【０１２７】
　係合用要素（１６６５、１６６７、１６９０）間の距離は、中心ワイヤ（１６１０）を
引っ張ることおよび／または外側押し管（１６２３）を安定させる（もしくは押す）こと
によって短縮可能である。管（１６１８、１６１７、１６１６）は、使用者が中心ワイヤ
（１６１０）を引っ張るおよび／または外側押し管（１６２３）を安定して保持するおよ
び／または外側押し管（１６２３）を押すとき、その長さに沿って軸方向装荷を受けるこ
とができる。圧縮によって、管（１６１８、１６１７、１６１６）が、スリット（１６２
８、１６２７、１６２６）においてまたはその近くで変形することができる。いくつかの
実施形態では、管（１６１８、１６１７、１６１６）は、軸方向圧縮荷重を受けて短縮す
ることができる。短縮は、中央係合用要素および／または遠位係合用要素（１６６７、１
６９０）の位置が近位係合用要素（１６６５）に対して変化することを可能にすることが
でき、要素（１６６５、１６６７、１６９０）間の距離は短縮される。いくつかの変形態
では、管（１６１８、１６１７、１６１６）は、同じく軸方向装荷とともに短縮すること
ができる、波形の形状を有することができる。係合用要素（１６６５、１６６７、１６９
０）のアクションを捕捉することに加えて、短縮された管（１６１８、１６１７、１６１
６）の半径方向の展開は、血塊を伴出するおよび／もしくは血液血管壁に対して保持する
、ならびに／またはデバイスの抜去中により強制的に血塊を保持する助けとなることがで
き、これは、血塊の捕捉および／または除去を改善することができる。
【０１２８】
　スリット（１６２８、１６２７、１６２６）は、近位係合用要素と中央係合用要素（１
６６５、１６６７）との間と、中央係合用要素と遠位係合用要素（１６６７、１６９０）
との間で変化することができる。スリット（１６２８、１６２７、１６２６）は、切断パ
ターン、ピッチ／角度、密度、厚さ、材料、当てはまる場合に設定される形状などに関し
て異なることができる。いくつかの実施形態では、中央係合用要素と遠位係合用要素（１
６６７、１６９０）との間の管（１６１８、１６１７、１６１６）のセクションは、中央
係合用要素と近位係合用要素（１６６６、１６６７）との間の管（１６１８、１６１７、
１６１６）のセクションよりも低い、折りたたみ（短縮など）前の圧縮荷重に耐えること
ができる。中央係合用要素および遠位係合用要素（１６６７、１６９０）との間のギャッ
プは、中心ワイヤ（１６１０）を引っ張るおよび／または外側押し管（１６２３）を押す
とき、中央係合用要素と近位係合用要素（１６６５、１６６７）との間のギャップの減少
の前に減少可能である。いくつかの実施形態では、中央係合用要素と近位係合用要素（１
６６５、１６６７）との間の管（１６１８、１６１７、１６１６）のセクションは、中央
係合用要素と遠位係合用要素（１６６７、１６９０）との間の管（１６１８、１６１７、
１６１６）のセクションよりも低い、折りたたみ（短縮など）前の軸方向圧縮装荷に耐え
ることができる。いくつかの実施形態では、管（１６１８、１６１７、１６１６）は、同
時折りたたみを可能にする。
【０１２９】
　図１６Ｅに示されるように、連結用構造は、連結用ブレードまたは管状構造（１６１５
）を含むことができる。ブレード（１６１５）は、金属（ＮｉＴｉ、ステンレス鋼など）
、プラスチックなどを備えることができる、またはこれらから作製可能である。いくつか
の実施形態では、ブレード（１６１５）は、管状ブレードへと織られた複数のワイヤまた
はフィラメントを備える。いくつかの実施形態では、管状構造（１６１５）は、ハイポチ
ューブまたは他のタイプの管からレーザ切断可能である。ブレードまたは管状構造（１６
１５）のストラット厚さ、ワイヤ厚さ、織りパターン、ブレード角度、密度、当てはまる
場合に設定された形状、および／または他の性質は、中央係合用要素と遠位係合用要素（
１６６７、１６９０）との間の管（１６１８、１６１７、１６１６）のセクションが、中
央係合用要素と近位係合用要素（１６６５、１６６７）との間の管（１６１８、１６１７
、１６１６）のセクションよりも低い、折りたたみ（短縮など）前の軸方向圧縮装荷に耐
えることができる、または、中央係合用要素と近位係合用要素（１６６５、１６６７）と
の間の管（１６１８、１６１７、１６１６）のセクションが、中央係合用要素と遠位係合
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用要素（１６６７、１６９０）との間の管（１６１８、１６１７、１６１６）のセクショ
ンよりも低い、折りたたみ（短縮など）前の軸方向圧縮装荷に耐えることができるように
、任意選択で変化することができる。いくつかの実施形態では、ブレード１６１５は、同
時折りたたみを可能にする。
【０１３０】
　いくつかの実施形態では、連結用構造は、異なる連結用構造を含むことができる。たと
えば、中央係合用要素と近位係合用要素（１６６７、１６６５）との間のセクションは、
ワイヤ、長手方向スリットを含む管、角度スリットを含む管、らせん形スリットを含む管
、またはブレードを備えることができ、中央係合用要素と遠位係合用要素（１６６７、１
６９０）との間のセクションは、ワイヤ、長手方向スリットを含む管、角度スリットを含
む管、らせん形スリットを含む管、またはブレードのうちの異なるものを備えることがで
きる。異なるタイプの連結用構造間の軸方向荷重の適用時の圧縮の固有特性は、１つのタ
イプの連結用構造の変動のない順次圧縮を提供することがある。
【０１３１】
　デバイスが４つ以上の係合用要素を備えるいくつかの実施形態では、連結用構造の剛性
は、係合用要素の各々によって異なることができる。たとえば、近位係合用要素と第２の
最も近位の係合用要素との間の剛性は、第２の最も近位の係合用要素と第３の最も近位の
係合用要素との間の剛性と異なることができ、第２の最も近位の係合用要素と第３の最も
近位の係合用要素との間の剛性は、第３の最も近位の係合用要素と遠位係合用要素との間
の剛性と異なることができる。いくつかの実施形態では、剛性は、同じ方向に続くことが
できる（たとえば、剛性がより高い、剛性がより高い、剛性がより高い、または、剛性が
より低い、剛性がより低い、剛性がより低い）。いくつかの実施形態では、剛性の変化は
交互にすることができる（たとえば、剛性がより高い、剛性がより低い、剛性がより高い
、または、剛性がより低い、剛性がより高い、剛性がより低い）。本明細書において開示
される原理は、５つ以上の係合用要素にも適用可能であることができる。
【０１３２】
　本明細書における原理は、２つの係合用要素に適用可能であることができる。たとえば
、近位係合用要素と遠位係合用要素との間の初期軸方向荷重は、連結用構造を第１の量折
りたたませることができ、近位係合用要素と遠位係合用要素との間のさらなる軸方向荷重
は、連結用構造を、第１の量とは異なる第２の量折りたたませることができる。連結用構
造は短縮することがあり、これは、血塊を伴出するおよび／もしくは血液血管壁に対して
保持する、ならびに／またはデバイスの抜去中により強制的に血塊を保持する助けとなる
ことができ、これは、血塊の捕捉および／または除去を改善することができる。
【０１３３】
　本明細書で開示される連結用構造は、連結用構造の長さに沿った異なる軸方向装荷に抵
抗することができる。たとえば、連結用構造の１つのセクションは、約５グラム、または
約１０グラム、または約１５グラム、または約２０グラム、または約２５グラム、または
約３０グラム、または約３５グラム、または約４０グラム、または約４５グラム、または
約５０グラム、またはそのような値の間の任意の範囲の軸方向装荷に抵抗することができ
る。
【０１３４】
　図１７Ａ～図１７Ｆは、２つの係合用要素すなわち遠位係合用要素（１７９０）と近位
係合用要素（１７６５）とを備えるデバイスの実施形態を示す。このデバイスは、たとえ
ば、米国特許出願第１３／１９１，３０６号および米国特許出願第１３／５４３，６５７
号に記載された特徴を含むことができ、これらの特許出願は、すべての目的のために参照
によりその全体が本明細書に組み込まれる。いくつかの実施形態では、デバイスは、１つ
の係合用要素のみ、または複数の係合用要素を含むことができる（たとえば、本明細書お
よび／またはあらゆる目的のために参照によりその全体が本明細書に組み込まれる米国特
許出願第１４／６３８，９９４号において説明されるように）。近位係合用要素および／
または遠位係合用要素（１７６５、１７９０）の脚（１７４０）は、脚（１７４０）の遠
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位端などにおいて、マーカ（１７７０）を含むことができる。マーカは、デバイスの他の
部分にも配置可能である。いくつかの実施形態では、デバイスは、中心ワイヤ（１７１０
）と、マイクロカテーテル（１７３０）とを含むことができる。デバイスは、デバイスが
複数の係合用要素を含むとき、任意選択で、連結用ワイヤ（１７１９）を含むことができ
る。中心ワイヤ（１７１０）は、中心ワイヤ（１７１０）の遠位部分が中心ワイヤ（１７
１０）の残りの部分よりも小さい外径を有することができるように、テーパを有すること
ができる。図１７Ａ～図１７Ｆにおけるデバイスは、有利には、外側押し管を省略する、
すなわち、これを欠いている、すなわち、これを有さないことができる。外側押し管の欠
如によって、（近位係合用要素（１７６５）と遠位係合用要素（１７９０）とを含む）デ
バイスの遠位端が、外側押し管を組み込んだデバイスによってアクセスするにはあまりに
も小さすぎることがある、小さい分岐動脈などの血液血管内腔のより遠位部分に到達する
ことができる。
【０１３５】
　中心ワイヤ（１７１０）は、マイクロカテーテル（１７３０）の内部で自由に摺動する
ことができる。いくつかの実施形態では、デバイスは、デバイスの近位端にハンドル（図
１Ａ～図１Ｂにおけるハンドル（１１０）など）への動作可能なリンクをさらに含むこと
ができる。ハンドルは、中心ワイヤ（１７１０）を制御する（たとえば、押すまたは引っ
張る）ことができる。図１７Ａに示されるように、遠位係合用要素（１７９０）は、中心
ワイヤ（１７１０）の遠位先端に固定可能である。近位係合用要素（１７６５）は、遠位
係合用要素（１７９０）から所定の距離に設定可能である。２つの係合用要素は、連結用
ワイヤまたは連結用構造（１７１９）（図１７Ａ～図１７Ｃにおけるワイヤ、縫合糸、図
１７Ｄにおけるブレード（１７１５）、本明細書で開示されるなどのスリットをもつ管な
ど）と連結可能である。
【０１３６】
　図１７Ｂに示されるように、近位係合用要素（１７６５）は、近位係合用要素コネクタ
（１７４１）に固定可能である。近位係合用要素コネクタ（１７４１）は、外側コネクタ
管（１７４３）および／または内側コネクタ管（１７４５）を含むことができる。連結用
ワイヤ（１７１９）および近位係合用要素（１７６５）の脚（１７４０）は、たとえば、
接着剤、はんだ（１６４２）、摩擦、溶接などの接合用媒体を用いて、外側コネクタ管（
１７４３）の内壁と内側コネクタ管（１７４５）の外壁の間に固定（結び付けられるなど
）可能である。近位係合用要素（１７６５）は、中心ワイヤ（１７１０）上で自由に摺動
することができる。図１７Ｂに示されるように、遠位係合用要素（１７９０）の近位端は
、遠位係合用要素コネクタ（１７８０）を介して中心ワイヤ（１７１０）の遠位端（また
は先端）に固定可能である。遠位係合用要素コネクタ（１７８０）は、接着剤、はんだ（
１６４２）、摩擦、溶接などの接合用媒体などを使用することによって、中心ワイヤ（１
７１０）の遠位先端、連結用ワイヤ（１７１９）、および遠位係合用要素（１７９０）の
脚（１７４０）を外側コネクタ管（１７４３）と接合する（固着する、結び付けるなどに
よって）ことができる。
【０１３７】
　デバイスをマイクロカテーテル（１７３０）の内部で体腔へと導入するために、遠位係
合用要素（１７９０）は、マイクロカテーテル（１７３０）に沿って遠位に押されること
が可能である。連結用ワイヤ（１７１９）は張力を受けることができ、これによって、マ
イクロカテーテル（１７３０）を通して近位係合用要素（１７６５）を引っ張ることがで
きる。血塊回収手順中、近位係合用要素（１７６５）は血塊の近位端に配設可能であり、
遠位係合用要素（１７９０）は、血塊の近位端の遠位または血塊の遠位（デバイスが依然
としてマイクロカテーテル（１７３０）の遠位端の内部にあるとき）に配設可能である。
マイクロカテーテル（１７３０）が中心ワイヤ（１７１０）を保持しながら露出されると
、近位係合用要素および遠位係合用要素（１７６５、１７９０）は、展開または開放する
ことができる。血塊は、近位係合用要素と遠位係合用要素（１７６５、１７９０）との間
に少なくとも部分的にあることができる。露出は、近位係合用要素（１７６５）の近位端
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がマイクロカテーテル（１７３０）の遠位端から出たばかりのとき、止めることができる
。
【０１３８】
　係合用要素間のスペースは、使用者が中心ワイヤ（１７１０）を近位に引っ張ることに
よって減少可能であり、それによって、図１７Ｃに示されるなどのように、係合用要素を
互いにより近づけて、それらの間に血塊を捕捉する。血塊は、遠位係合用要素（１７９０
）によって係合され、後方に引きずられ、近位係合用要素と遠位係合用要素（１７６５、
１７９０）との間に把持可能である。個々の係合用要素は、延長構成であるとき、長さに
関して約３ｍｍから約２５ｍｍまで変化してよい。遠位係合用要素（１７９０）が後方に
引っ張られるとき、可撓性の連結用ワイヤ（１７１９）は、曲がることができる。１つの
係合用要素のみを有するデバイス内で、血塊は、係合用要素によって係合され、デバイス
とともに近位に除去可能である。代替的にまたは追加的に、係合用要素（１７６５、１７
９０）間のスペースは、マイクロカテーテル（１７３０）を前方に押すことによって減少
可能である。これは、近位係合用要素（１７６５）を遠位係合用要素（１７９０）に向か
って押すことができる。マイクロカテーテル（１７３０）を前方に押すことは、中心ワイ
ヤ（１７１０）を安定または固定しながら、なされてよい。係合用要素（１７６５、１７
９０）間のスペースは、同時にマイクロカテーテル（１７３０）を押しながら中心ワイヤ
（１７１０）を引くことによっても減少可能である。
【０１３９】
　いくつかの実施形態では、近位係合用要素（１７６５）のストラットまたはフィート設
計は、近位係合用要素（１７６５）を引っ張ってマイクロカテーテル（１７３０）へと戻
すことを困難にするように構成可能である。たとえば、近位係合用要素（１７６５）のス
トラットまたはフィートは、展開されたとき、ストラットが折りたたまれ引っ張られてマ
イクロカテーテル（１７３０）へと戻されることに抵抗することができるように十分に堅
固であるおよび／もしくは厚い、ならびに／または十分に角がつけられてよい（約３０°
から約９０°の間である（たとえば、約３０°、約３５°、約４０°、約４５°、約５０
°、約５５°、約６０°、約６５°、約７０°、約７５°、約８０°、約８５°、約９０
°、およびそのような値の間の範囲など））。いくつかの実施形態では、近位係合用要素
（１７６５）のより厚いストラットは、より低い角度を可能にすることができる。より低
い角度を含む近位係合用要素（１７６５）は、マイクロカテーテル（１７３０）をより通
過しやすくなることがある。いくつかの実施形態では、近位係合用要素（１７６５）のよ
り高い角度は、より薄いストラットを可能にすることができる。本明細書において開示さ
れる角度は、中心ワイヤ（１７１０）の長手方向軸、マイクロカテーテル（１７３０）の
長手方向軸、および／または近位係合用要素（１７６５）の長手方向軸に対してであって
よい。マイクロカテーテル（１７３０）の遠位先端は、展開された近位係合用要素（１７
６５）が後方に動いてマイクロカテーテル（１７３０）へと入るのを止めることができ、
デバイスは、マイクロカテーテル（１７３０）の遠位先端において「ロックされる」。「
ロック」は、近位係合用要素と遠位係合用要素（１７６５、１７９０）との間の血塊の係
合を改善するおよび／またはこれをより確実にすることができる。マイクロカテーテル先
端および遠位係合用要素および近位係合用要素（１７６５、１７９０）の相対位置がロッ
クされるので、デバイスは、係合された血塊とともに動脈から除去可能である。
【０１４０】
　デバイスは、追加的にまたは代替的に、近位係合用要素（１７６５）の近位端において
ストッパ特徴を含むことができる。ストッパ特徴は、任意の形状（たとえば、ループ、ク
リップなど）および／またはサイズであってよく、マイクロカテーテル（１７３０）を露
出させると径方向に展開する（（たとえば、形状設定により）自動的に展開するなど）よ
うに構成可能である。ストッパ特徴は、血塊と係合するために遠位係合用要素（１７９０
）を後方に引っ張りながら近位係合用要素（１７６５）がマイクロカテーテル（１７３０
）の先端によって停止されることを促進することができる。近位係合（１７６５）の近位
端がマイクロカテーテル（１７３０）の遠位先端上に載置する血塊除去手順は、血塊を近
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位係合用要素と遠位係合用要素（１７６５、１７９０）との間でよりしっかりと係合可能
にすることができる。血塊を捕捉している近位係合用要素（１７６５）がマイクロカテー
テル（１７３０）に再び入るのを抑制または防止することは、捕捉された血塊が完全にま
たはより小さい部分内で取り除かれる（たとえば、より小さい塞栓を解放する）リスクを
減少させることができる。そのような手順は、デバイスが、外側押し管が必要とされると
きよりも小さい体腔（小さい分岐動脈など）の閉塞を除去するためにそれらの内腔内に前
進可能であるように、外側押し管を減少または除外することができる。そのような潜在的
な利点は、体腔壁への外傷を大きく増加させることなく達成され得る。
【０１４１】
　図１７Ｅに示されるように、ストッパ特徴は、ループ（１７７２）を含むことができる
。ループ（１７７２）は、近位係合用要素（１７６５）がマイクロカテーテル（１７３０
）の外部にあるとき、径方向外側に屈曲することができる。いくつかの実施形態では、ル
ープは、自動的に開くことができる。ストッパ特徴は、図１７Ｆに示されるなどの渦巻き
ばねワイヤ（１７７４）であってもよい。ストッパ特徴の他の例としては、形状記憶合金
（たとえば、ニチノール・ケージ）、あらかじめ設定された３次元形状をもつワイヤなど
から作製された任意の構造物がある。いくつかの実施形態では、ストッパ特徴は、展開さ
れたとき、マイクロカテーテルの遠位端の直径よりも大きい直径を有する。
【０１４２】
　近位係合用要素（１７６５）の脚（１７４０）および／または本明細書で開示される他
のストッパ特徴のストラット設計は、約５０グラム、約１００グラム、約１５０グラム、
約２００グラム、約２５０グラム、約３００グラム、約３５０グラム、約４００グラム、
約４５０グラム、または任意のそのような値の間の範囲の引き抜き力に抵抗することがで
きる。
【０１４３】
　デバイスが３つ以上の係合用要素を有するいくつかの実施形態では、近位係合用要素の
脚または近位係合用要素の近位端にある他のストッパ特徴のストラットは、遠位係合用要
素を近位に動かすために中心ワイヤが引っ張られるとき、および／または血塊を捕捉する
ためにマイクロカテーテルが押されるとき、展開された近位係合用要素が引っ張られてマ
イクロカテーテルへと戻されるのを抑制または防止するために含まれ得る。
【０１４４】
　さまざまな態様および実施形態が本明細書において開示されているが、他の態様および
実施形態が当業者には明らかであろう。本明細書で開示されるさまざまな態様および実施
形態は例示を目的としており、限定を意図するものではない。真の範囲および趣旨は、以
下の特許請求の範囲によって示される。
【０１４５】
用語
　本明細書で使用されるとき、「近位」および「遠位」という相対語は、デリバリー・シ
ステムの観点から定義されるものとする。したがって、近位は、デリバリー・システムの
ハンドル部分の方向を指し、遠位は、遠位先端の方向を指す。
【０１４６】
　いくつかの実施形態および例が本明細書において説明されてきたが、本開示において図
示および説明されるデリバリー・システムの多くの態様は、さらなる他の実施形態または
許容可能である例を形成するために、異なるように組み合わされ得るおよび／または修正
され得ることは、当業者によって理解されよう。すべてのそのような修正形態および変形
態は、本明細書において本開示の範囲内に含まれることを意図したものである。多種多様
の設計および手法が可能である。本明細書において開示される特徴、構造、またはステッ
プは、本質的または不可欠である。
【０１４７】
　本開示のために、いくつかの態様、利点、および新規な特徴が、本明細書において説明
されている。必ずしもすべてのそのような利点が任意の特定の実施形態により達成される
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が、本明細書において教示または示唆され得る他の利点を必ずしも達成することなく、本
明細書において教示される１つの利点または利点のグループを達成する様式で実施または
実行されてよいことを諒解するであろう。
【０１４８】
　さらに、例示的な実施形態が本明細書において説明されてきたが、ありとあらゆる実施
形態の範囲は、本開示に基づいて当業者によって諒解されるであろう、等価な要素、修正
、省略、（たとえば、さまざまな実施形態にまたがる態様の）組合せ、適合、および／ま
たは改変を有する。特許請求の範囲における制限は、特許請求の範囲において用いられる
言い回しに基づいて広く解釈され、本明細書において、または出願の処理中に説明される
例に限定されるべきでなく、その例は、非排他的であると解釈されるべきである。さらに
、開示されるプロセスおよび方法のアクションは、アクションを並べ替えるおよび／また
は追加のアクションを挿入するおよび／またはアクションを削除するによるものを含む任
意の様式で修正されてよい。したがって、本明細書および例は専ら例示的であると考えら
れるべきであり、真の範囲および趣旨は、特許請求の範囲および等価物の完全な範囲によ
って示されることが意図される。
【０１４９】
　とりわけ、「ことができる」、「～してよい」、「ことがある」、「たとえば」などの
、本明細書において使用される条件付き言い回しは、別段に具体的に述べられない限り、
または使用される文脈内で他の内容で理解されない限り、一般に、いくつかの実施形態が
、いくつかの特徴、要素、および／または状態を含むが、他の実施形態は含まないことを
知らせることが意図される。したがって、そのような条件付き言い回しは、一般に、特徴
、要素、ブロック、および／もしくは状態が、多少なりとも１つもしくは複数の実施形態
に必要とされること、または、１つもしくは複数の実施形態は、著者の入力もしくは指示
ありでもしくはなしで、これらの特徴、要素、および／もしくは状態が任意の特定の実施
形態に含まれるもしくは実行されるべきであるかどうかを決定するためのロジックを必ず
含むことを暗示することを意図しない。
【０１５０】
　本明細書において開示される方法は、開業者によって取られるいくつかのアクションを
含んでよい。しかしながら、方法は、明確にも暗にも、それらのアクションの任意の第三
者命令も含むことができる。たとえば、「自己展開ステントを前進させる」などのアクシ
ョンは、「自己展開ステントを前進させることを命令する」を含む。
【０１５１】
　本明細書において開示される範囲は、ありとあらゆる重複、部分範囲、およびこれらの
組合せも包含する。「最大」、「少なくとも」、「よりも大きい」、「よりも小さい」、
「との間の」などの言い回しは、記載される数字を含む。「約」または「ほぼ」などの用
語によって先行される数字は、記載された数字を含み、環境に基づいて（たとえば、環境
下で合理的な範囲でできる限り正確に、たとえば±１％、±５％、±１０％、±１５％な
ど）解釈されるべきである。たとえば、「約０．０１インチ」は「０．０１インチ」を含
む。「実質的」などの用語によって先行される句は、記載された句を含み、環境に基づい
て（たとえば、環境下で合理的な範囲でできる限り多く）解釈されるべきである。たとえ
ば、「実質的に直線」は、「直線」を含む。
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